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序    文 

 

ニカラグア国（以下「ニ」国）チナンデガ県北部に位置するビジャヌエバ市は、1998 年、

中米地域に甚大な被害をもたらしたハリケーン・ミッチにより、住宅の全・半壊など大き

な被害が発生しました。貧困地域でもある同地域は、毎年雨期には洪水や土砂崩れの災害

が多発しており、これらの災害は、人命に損失を与えるだけでなく、農畜産業などの生産

分野や社会インフラ分野においても被害を及ぼしていることが確認されております。そし

て、更にこれら自然災害に対する社会基盤の脆弱性が、地域及び国家の社会経済開発への

取り組みを阻害する要因の一つとなって貧困をもたらし、貧困が環境を破壊し、環境の破

壊が次の災害を招くといった負の循環の存在が明らかになってきました。こういった恒常

化した悪循環を断ち切るために、当該地域の自然災害に対する脆弱性をもたらしている、

(1)社会インフラの脆弱さ、(2)森林伐採等による自然環境破壊、(3)貧困にも起因する住民

の防災意識の低さ、(4) 社会インフラ（衛生環境を含む）の劣悪さ等を、総合的に改善す

ることが必要であると考えられました。 

このような状況を改善するため、「ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減およびコミュニ

ティ農村開発プロジェクト」が「二」国政府から要請され、この要請に基づきプロジェク

トを実施することを決定しました。独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」）は、防災活

動を根付かせるためには、地域コミュニティの防災に対する意識改革に住民参加型アプ

ローチを用いて取り組み、更に意識改革にあわせて、組織強化、生活水準の改善、環境保

全等にも取り組む必要があると判断し、自然災害に対する社会基盤の脆弱性軽減を目的と

した、総合的且つ持続的な地域コミュニティ開発のための技術協力プロジェクトとして、

2004 年１月から 2006 年 12 月までの予定で本プロジェクトを実施してきております。 

 今般、協力の終了まで半年をきったことから、プロジェクトのこれまでの活動の進捗状

況と成果を「二」国側と協同で確認するとともに、今後の協力方針を確認することを目的

として、JICA 榎下信徹専門技術嘱託を団長とする終了時評価調査団を、2006 年 9 月 24 日

より 10 月 16 日まで「二」国に派遣しました。 

 本報告書は、同調査団の調査･協議結果を取りまとめたものであり、今後の技術協力実施

に当たって、各方面に広く活用されることを願うものです。 

 終わりに、調査団の各位をはじめ、調査にご協力とご支援を戴いた関係各位及び、外務

省、在ニカラグア日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、

引き続き一層のご支援をお願いする次第です。 
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評価調査結果要約表 
1. 案件の概要 
国名：ニカラグア 案件名：ニカラグア国ビジャヌエバ市自然災害脆弱性

軽減およびコミュニティ農村開発プロジェクト 
分野：防災 援助形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：地球環境部第三グループ（水資源・防
災） 防災チーム 

協力金額（評価時点 2006 年 9 月現在）： 
約 46,143 千円1（5,023 千円+348，679.01 ﾄﾞﾙ） 
先方関係機関：国家防災委員会（SINAPRED）事務局 
(英) Secretariat of National System of Disaster 
Prevention and Mitigation 
(西) Secretaría del Sistama Nacional de Prevención 
y Mitigación de Desastre 

協力期間：2003 年 12 月 15 日～2006 年 12 月 14 日 

他の関連協力： 

1-1 協力の背景と概要 
ニカラグア国（以下「ニ」国）チナンデガ県北部に位置するビジャヌエバ市は、53 コミュニティに人
口約 2 万 6 千人（内 85％が農村部に住む）が暮らす貧困地域である。1998 年、中米地域に甚大な被害
をもたらしたハリケーン・ミッチにより、当該地域においては、住宅の全・半壊など大きな被害が発生
した。1999 年に実施された、「ハリケーン・ミッチ復興プロジェクト形成調査」では、同地域はハリケー
ンの到来にかかわらず、雨期には洪水や土砂崩れの災害が多発しており、これらの災害は、人命に損失
を与えるだけでなく、農業・畜産などの生産分野や社会インフラ分野においても被害を及ぼしているこ
とが確認された。そして、これら自然災害に対する社会基盤の脆弱性は、地域及び国家の社会経済開発
への取り組みを阻害する要因の一つとなっていることが明らかになった。また、当該地域の自然災害に
対する脆弱性の高い原因として、(1)社会インフラの脆弱性、(2)森林伐採等による自然環境破壊、(3)
貧困にも起因する住民の防災意識の低さ、(4)衛生環境の劣悪さ等が指摘されている。 
それゆえ、「ニ」国では、ハリケーン・ミッチによる被災以降、平常時の防災の観点も導入した常設
の機関の必要性が急速に高まり、2000 年に国家防災委員会事務局（SINAPRED）が設立された。 
このような背景の下、JICA は SINAPRED 及び現地 NGO と協力し、地域コミュニティの防災に対する意
識向上と、自然災害に対する対象村落の脆弱性軽減を目的とした住民組織強化、生活水準の改善、環境
保全等を含む総合的な地域コミュニティ開発に取り組むプロジェクトを、2003 年 12 月から 3 年間の計
画で実施している。 

 
1-2 協力内容 
（１） 上位目標：ビジャヌエバ市内に位置する 15 の村落において、自然災害発生時の社会経済脆弱度が軽

減される。 
（２） プロジェクト目標：ビジャヌエバ市内に位置する 8つの村落において、プロジェクトの支援を受けた

グループが自然災害に対する脆弱性軽減のための住民参加型村落開発活動を持続的に実施できるよ
うになる。 

（３） アウトプット 
1) 8 村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの居住区における自然災害脆弱性
及び防災の必要性について認識を深める。 

2) 8 村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に向けた開発計画（Plan 
indicativo）が策定される。 

3) 8 村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、開発計画（Plan indicativo）
の中で提言された脆弱性軽減・村落開発のためのプロジェクトを、パイロットプロジェクトとし
て実施する。 
 3－1）住民の組織化が行なわれる／既存の住民組織が強化される。 
 3－2）住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改善される。 
 3－3）住民グループ衛生状況が改善される。 
 3－4）コミュニティの環境が改善される。 
 3－5）住民の防災意識が向上する。 

 

                                                  
1 2006 年 9 月 30 日付銀行間取引レートの平均値（1ドル＝117.93 円）を用いて換算。 
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（４） 投入（2006 年 9 月現在） 
＜日本側＞ 
1) 短期専門家派遣  2 名 
住民参加型指導手法 1 名、コミュニティ防災 1 名 

2) 研修員受入 
本プロジェクトの投入としての本邦研修受入は 0 人である。但し、これまでに、3 人の関係
者（SINAPRED 関連）が日本における関連テーマの集団研修を既に受けている（研修分野：中
米防災対策）。今年度さらに 1名が同分野の集団研修を受講予定。 

3) 機材供与 
2006 年度供与機材として、計 14,484.96 米ドルの資機材(4 輪駆動車１台)が、プロジェクト
の活動実施のために供与される予定である。 

4) 在外事業強化費 
2006 年 9 月末までに、計 348，679.01 米ドルが、NGO への委託費（実施総責任者や技術者な
どの人件費、ワークショップ開催費用、パイロットプロジェクト実施諸経費など）として支
出された。 

 
＜ニカラグア側＞ 
1) カウンターパート配置 
プロジェクト・ダイレクターとして SINAPRED 事務局長が任命されている。しかし、本プロ
ジェクトの実施は、現地 NGO である ASODEL に委託されているため、SINAPRED 事務局内に、
特に本案件のために配属された実務レベルでのカウンターパートはいない。プロジェクト・
マネージャーは ASODEL の代表である。 

2) ローカルコスト 
2006 年 9 月時点において、プロジェクト実施にかかる運営費の支出はなされていない。 

3) 施設供与 
カウンターパート機関からの施設供与は、行なわれなかった。業務委託を受けている現地 NGO
は、当該団体の事務所を本プロジェクトの活動のために使用した。 

 
2. 終了時評価調査団の概要 
調査者 1. 総括／団長：榎下 信徹  JICA 専門技術嘱託 

2. 広域防災協力：大井 英臣 JICA 地球環境部課題アドバイザー 
3. 協力企画：藤原 真吾   JICA 地球環境部第三グループ（水資源・防災）防災チーム 
4. 評価分析：古谷 典子   グローバル・リンク・マネージメント株式会社 研究員 
5. 通訳：前山 真吾     財団法人国際協力センター 

調査期間 2006 年 9 月 24 日～2006 年 10 月 16 日 評価種類：終了時評価 
3. 評価結果の概要 
3-1 実績 
プロジェクト目標の達成状況 
プロジェクト終了時までに、設定されたプロジェクト目標は部分的に達成されることが見込まれ
るが、完全に満足のいく段階までの目標達成は困難と考えられる。すなわち、ビジャヌエバ市に位
置する 8つの村落において、プロジェクトの支援を受けた住民たちは、自然災害に対する脆弱性軽
減の為の住民参加型村落開発活動を実施できるようになっているものの、これは、外部からの支援
が存在する条件のもとで実現されている。今後、この支援が無くなった場合の自立発展的な活動の
持続については、2006 年 12 月までに十分に満足な水準までに到ることは難しいと予想される。 

 
根拠： 
各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより、開発計画および
行動計画が 2004 年 9 月までに策定されたかどうかという指標に関しては、評価時点で、策
定された開発計画および行動計画の存在が確認された。また、各対象村落において、自然災
害脆弱性軽減・村落開発モデル・パイロットプロジェクトを継続的に実施している住民グ
ループが、プロジェクトから支援を受けている住民グループ全体に占める割合として 80％以
上となる目標値に関しては、グループという考え方が、研修を受講する際の一時的集合体と
なっており、むしろ、住民（全般）という形で表現した方が実態に即している。そのような
考え方から、数値で示した場合、様々な活動に関わる住民の参加率の平均値は 68％となって
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いる。全住民の約 7割とは、類似の農村開発案件の例と比較しても極めて高い数値であり、
また、PDM 上の指標に示される 80％という数値を「住民の大多数が」という意図にとるなら
ば、この目標値を達成していると見ることができる。 
しかしながら、プロジェクト目標は、「持続的に」活動が実施されることとしていること

から、以下の点が「プロジェクト終了時までには十分に達成されることが見込まれない」こ
との根拠である。 
最近起こった実際の災害時に、本プロジェクトで育成された人材がコミュニティレベルで
活躍するなど、現在、研修を受けた人材が力量を発揮するようになってきており、その観点
からはプロジェクト目標達成に大きく近づいているのであるが、現地 NGO による外部支援が
一切なくなった将来においても継続していくことができるほどに強固になるためには、まだ
不安が残されている。すなわち、まだ、現在 ASODEL が提供している、外部からの支援が必
要である。村落に暮らす若手リーダーが活躍し始めた時点で初めて、「持続的に」活動がで
きるようになったと表現できるのであり、長期的に考える必要がある。住民からの聞き取り
においても、今後の自分たちの活動の継続に関して自信の度合いは高かったものの、まだ、
これから学ぶことも多いという観点からの発言、外部からの支援の必要性を訴える発言も多
くみられた。 

 
各アウトプットの達成状況 
アウトプット 1：8 村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの居住区におけ
る自然災害脆弱性及び防災の必要性について認識を深めている。 

根拠：指標である住民の住民参加型農村調査及び開発計画策定ワークショップへの参加率
は、58％であり、目標値の 70％は超えていないものの、全人口中の 58％（4528 人中 2612 人）
であることから「住民の多くが」という意図に十分に応えるものと考えられる。なお、活動
が進み、すなわち、住民の意識が高まった現時点での平均参加率（他の活動への参加も含む
が）は、68％と増加している。参加者の女性比率は、48％となっており、目標値 40％を優に
超えている。 

 
アウトプット 2：8 村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に向けた開発計
画（Plan indicativo）が策定されている。 

根拠：アウトプット２に関する達成度合いは高い。開発計画は 8村落において策定されてい
る。今後これが、市に正式に認定されるプロセスを踏む。策定過程は、参加型のワークショッ
プを通して十分に住民の参画を得たと判断できる。何十回というワークショップ、研修を通
して、作り上げており、そのワークショップ、研修への住民の参加率も鑑みるならば、住民
が主体となって、策定されたと判断することができる。 
 

アウトプット 3：8村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、開発計画（Plan 
indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村落開発のためのプロジェクトを、パイロットプロ
ジェクトとして実施している。 

根拠： 住民の組織化、住民の経済活動の強化、住民の衛生状況の改善、コミュニティの環
境改善、さらに、住民の防災意識向上、に係る事例がそれぞれに起こりつつある。 

 
実施のプロセス 

 実施体制上の問題として、第一に、現場（コミュニティ、市町村）レベルでの関連機関に
よる横の連携は、実施機関である ASODEL のイニシアティブにより良くとれていたが、中央
レベルにおける横の連携（JICA と SINAPRED）が弱かった。これには、合同調整委員会が実
質的に存在しなかったという背景が存在する。 

 実施体制上の第二の問題として、コミュニティ防災の責任行政機関として重要なアクター、
すなわち、市という行政機関が十分に巻き込まれていなかった。現在は、プロジェクト活
動を委託契約されている現地 NGO である ASODEL がコミュニティへの支援を実施している
が、本来は市という行政機関が主として担うべき役割であり、プロジェクト終了後には現
地 NGO に代わって市がコミュニティへの支援をおこなえるよう、プロジェクト活動への市
の参画を促進すべきであったと考えられる。 

 JICA 現地事務所の担当者の交代が頻繁にあり、それぞれの担当者の考え方のプロセスが異
なっていたため、プロジェクト活動を実施する現地 NGO が戸惑い、両者の間に誤解が生じ
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るなどコミュニケーションに支障が生じたことがあった。 
 
3-2 評価結果の要約 
（１） 妥当性 
妥当性は高い。なぜなら、ニカラグア国の防災分野における政策・戦略と適合していること、ター
ゲットグループのニーズ、すなわち、貧困状況の中でコミュニティ防災の能力を強化しなければな
らない住民たちのニーズに合致していることが挙げられる。さらに、2005 年に兵庫で開催された
国連防災世界会議において日本政府が発表した「防災協力イニシアティブ」で示した基本方針と本
プロジェクトのアプローチが合致していること、我が国とニカラグア国との間の政策協議で合意し
た我が国からの援助重点分野に防災分野が含まれていること、JICA の対ニカラグア国別事業実施
計画にも防災が重点分野に掲げられていることから、我が国の援助政策との整合性が高い。また、
コミュニティレベルの防災力強化を重視した国際的な防災協力の潮流にも沿っている。裨益対象地
域の範囲がやや狭いことから、プロジェクトの成果を一部なりとも他地域にも波及させる取り組み
を設計に組み込んでいれば、より妥当性が高かったものと考えられる。 

 
（２） 有効性 
アウトプットの達成度が良好であるにもかかわらず、プロジェクト終了後に住民グループが災害脆
弱性削減と村落開発のための活動を持続的に実施できるようになるという面においてプロジェク
ト目標の達成度が充分でないことから、プロジェクトの設計上、活動の持続性を促進するための工
夫が不足していたものと考えられる。第一に指摘される点は、プロジェクト期間中の活動を通じて、
対象村落の住民グループの能力強化を達成することで、プロジェクト終了後にこれらグループが自
立的に活動を継続することが想定されていたが、3年間の協力期間では住民グループが自立できる
までに能力開発が達成できなかったことが挙げられる。第二に、村落における災害管理能力強化や
村落開発活動を本来支援する立場にある地方自治体（市）の職員をプロジェクト活動に参画させ、
プロジェクト終了後には地方自治体からコミュニティが必要な支援を受けられるよう行政職員の
意識向上、能力開発を図ることをプロジェクトの構成要素として組み込んでいれば、より有効性が
高まったものと考えられる。 

 
（３） 効率性 
プロジェクトの効率性は高い。実施機関である ASODEL が、効率的、効果的な運営を実施しており、
平均的な技術協力プロジェクトと比較した場合、極めて少ない投入により大きな効果を出している
からである。 

 
（４） インパクト 
上位目標の達成見込みについては、現段階では設定された指標に基づく達成見込みを評価することは困
難であるものの、生産活動の活発化などの面で達成に向け前進しつつある兆候が確認された。プロジェ
クト目標では対象村落が 8村落であるのに対し、上位目標では 15 村落を対象としていることから、プロ
ジェクトによる 8 村落における成果がビジャヌエバ市内の他の 7 村落に波及していくことを想定してい
るが、評価時点で 7村落への波及の度合いは高くない。 
当初計画されていなかった正のインパクトについては、村落の保健衛生が改善されたこと、対象村落住
民の組織力や行政に対する発言力が向上したこと、プロジェクトによる成果のビジャヌエバ市外の地域
への波及に向けた動きが一部に見られることなどが挙げられる。 
なお、負のインパクトについては、特に観察されなかった。 

 
（５）自立発展性 
自立発展性の芽は確実に認められるものの、終了時評価時点では、自立発展性が十分に確実なものになっ
ていると断言することは難しい。その判断の詳細根拠は以下のとおりである。なお、組織的、財政的、
技術的観点からの自立発展性を確認するが、プロジェクトの継続実施体制は、住民グループ、それを支
援する地方行政（ビジャヌエバ市）、加えて実施機関としてのローカル NGO、それを支援する SINAPRED
等の国家組織、というそれぞれの立場から検討する必要がある。 
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1) 組織的自立発展性 
 住民の組織化が進み、住民組織レベルでの自立発展性ができつつあると判断できる。すなわち、
プロジェクト対象地であるコミュニティの自然災害に対する脆弱性の実態が、住民自身により十
分認識され、その問題に対する適切な改善活動が住民主体で組織だって実施されるようになって
いる。但し、強固になるためには、まだ支援が必要である。 

 ビジャヌエバ市の市政そのものの安定はあるが、その防災体制の組織的自立発展性という点で
は、弱い。現在、防災を専門に取り扱う部署は市の中に組織として存在せず、兼任の職員が 2
名配置されているのみである。 

 SINAPRED は、ニカラグア政府の防災政策に沿った機関であるという点で、組織的な自立発展性
は高い。 

 実施機関である ASODEL という組織の自立発展性については、ASODEL 戦略計画（～2012 年）を策
定中であることなどを根拠に高いと判断される。 

 
2) 財政的自立発展性 

 住民レベルでの財政的自立発展性は高いとは言えない。対象 8村落は貧困度の高い地域であり、
土地を所有しない農民や非識字者が多く、現金収入に結びつく活動の中で不利な立場に立たされ
ている住民が多い。 

 このような財政的困難を抱える住民を支援する可能性として、農業・畜産に関して、JICA 支援
によらないマイクロクレジットなどを利用する可能性が存在する。 

 この住民レベルでの自立発展性を支援するための地方自治体（市）の財政は、極めて厳しい状況
にあり、この観点からの自立発展性は低い。 

 カウンターパート機関である SINAPRED についても、財政的観点からの自立発展性は十分とは言
えない。政府独自の雇用による職員数は 17 名であるが、これ以外に世銀の支援によるハザード
マップ作成プロジェクトにより雇用されている 10 名に関しては、当該プロジェクトが 6 ヶ月後
に終了するとともに人員は減少する可能性が高い。但し、公務員のキャリア継続を保障する法律
が存在しているため、SAINAPRED の 2007 年度予算編成の中で、人員雇用継続予算を現在申請中
である。 

 実施機関である ASODEL 自身の財政的自立発展性に関しては、代表から、マイクロクレジットか
ら得られる収益（自営の事業）から、運営していけるように考えているとの発言があった。 
 

3) 技術的自立発展性 
 住民レベルでの技術的自立発展性は高い。これを裏付ける証拠として、例えば、昨年の大雨の際、
辺境地域では、避難活動が迅速に行われた。 

 現在行われている活動や身に付いた技術の更新が今後も続いていくことは、実践機会の減少や予
算面から、難しい面もあるが、救命活動に関しては、現在、赤十字が実施している予防医療プロ
グラム（保健省が実施）の中で、プロジェクトで育成された人材が中心に活躍できれば、持続的
に技術を更新・維持していけるのではないかと期待され、ASODEL は赤十字と交渉中である。 

 また、パイロットプロジェクトの一環として実施された研修には、地域の組織化、地域リーダー
の養成があるが、これらの研修を通して住民の中から地域リーダーが新たに育成されてきてい
る。この中で、特に抜き出た何人かの青年は ASODEL の他のプログラムで雇用する段階にまで達
している。 

 実施機関の ASODEL に、人材育成のトレーナー的役割を果たす人材がいるが、現在、プロジェク
ト期間中での雇用となっているものの、ASODEL の将来戦略にあわせて、常勤としての雇用の可
能性が高まってきており、本プロジェクトを通して経験を積んだ人材の定着が確保されようとし
ている。 

 
3-3 効果発現への貢献・阻害要因 

プロジェクトの目標達成を促進した要因として、住民の生計及び生活改善・向上を含む総合的な
コミュニティ開発として実施されたこと、有能な現地 NGO に対して業務委託し、この実施機関が住
民との信頼関係を築きつつ、住民参加型の手法を通して、住民自身のマネジメント能力強化、彼ら
自身のやることを側面から支援したこと、目に見える効果が現れたことが挙げられる。一方、プロ
ジェクト目標達成を阻害した要因として、雨期の交通事情、野外活動環境が極めて悪く、計画に支
障をきたしたこと、政治的な文化社会土壌から、一部の地域では、必ずしも全住民が活動に参加を
しない、熱心にならなかったことなどの事実が挙げられる。 
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3-4 結論 

終了時評価調査時点において、プロジェクト目標は部分的には達成することが見込まれるが、プ
ロジェクト終了時までに、プロジェクトの支援を受けた住民グループが、自然災害に対する脆弱性
削減のための住民参加型村落開発活動を持続的に実施できるだけの充分な能力を獲得するまでに
は至らない見込みである。 
終了時評価調査時点で、プロジェクトの妥当性は高いが、プロジェクト目標達成があと一歩であ
り有効性は若干弱いと判断される。効率性においては、有能な現地 NGO を活用するなど高いと言え
る。インパクトは、上位目標の達成見通しについては評価が困難であるが、当初計画では意図され
ていない住民レベルでのエンパワーメントの効果が大きいことが認められた。自立発展性に関して
は、住民レベルでの自立発展性の芽が認められるが、それを側面から支える行政・組織の自立発展
性が不十分であることから、これらを総合的に見て、終了時評価段階では、自立発展性が十分に確
実なものになっているとは判断できない。 
 

3-5 提言 
１．プロジェクト期間の延長 
自立発展性を確保し、プロジェクト目標を達成するために、プロジェクトの協力期間を約 2年
間（2009 年 3 月まで）延長する。 
 

２．PDM の修正 
現行 PDM を修正し、延長フェーズの PDM を作成する。その内容の決定は、合同調整委員会にて
行う。修正の内容（案）は以下のとおり。 
(1) 活動の追加 

アウトプット３に関連する活動項目として、プロジェクト活動を実施する現地 NGO や
SINAPRED が、ビジャヌエバ市役所の村落に対する適切な支援に必要な技術的、制度的能
力を強化することを付け加える。 

(2) アウトプットの追加 
プロジェクト目標レベルの対象 8 村落から上位目標レベルの対象 15 村落に協力の効果が
波及することを促進するとともに、「妥当性」の評価の項で言及した点に関連し、ビジャ
ヌエバ市という地理的に極めて限られた範囲内にプロジェクトの効果発現を限定するの
ではなく、ニカラグア国内で本プロジェクトの成果を一部なりとも共有することを促進す
るため、「近隣集落、近隣市町村においてコミュニティ防災の情報交換が行われる」をア
ウトプットとして新たに加える。これは「インパクト」と「妥当性」を高めることを目的
とするものである。さらに、プロジェクトで修得した知識や技術を 8村落の住民が他の村
落住民に対して指導することにより、これまでに習得した知識や技術へのより深い理解・
習得と定着が可能となることから、8村落の住民グループの自立的な事業実施能力強化が
期待され、「自立発展性」の向上と、目標達成度向上による「有効性」の向上にもつなが
ると考えられる。 

(3) 上位目標の追加 
上記（2）のとおり、プロジェクトの成果をビジャヌエバ市の外にも波及させる新たなア
ウトプットを追加したことに対応して、「ビジャヌエバ市でのコミュニティ防災プロジェ
クトの経験・成果が、ビジャヌエバ市以外の地方自治体（国内外）に広がる」を上位目標
として新たに追加する。 

(4) 指標の再考 
各段階における目標達成度を測る指標の詳細について、市や SINAPRED 事務局の組織能力
強化を示す指標も含める方針とするが、今後、合同調整委員会にて議論、決定する。プロ
ジェクトの効果を測るためには、ASODEL が開発した脆弱性測定手法により評価された数
値を参考とすることが望ましい。 

 
３．プロジェクト実施体制の強化 
合同調整委員会の確実な開催および関連機関の連携、SINAPRED 内の実務レベルでのカウンター
パートの配置を確実にする。 
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3-6 教訓 
(1) コミュニティ防災のためには、市という地方自治体によるコミュニティの支援が不可欠であり
重要である。 

(2) コミュニティでの防災活動を、自立発展的に住民が主体的に関心を持って実施するためには、
直接的な防災技術のみでなく、生計向上や保健衛生の向上など、日常生活を改善する活動とあわ
せて実施することが有効であった。 

(3) 3 年間程度の協力期間は、自立的に事業を実施していくだけの充分な力を住民グループが養うに
は時間的にやや不十分であり、もう少し長期間にわたり支援を継続していくことが必要である。 

(4) 地域住民グループの効果的な組織強化のためには、学習能力や実践能力が高く、今後の地域へ
の貢献度も高い青年リーダーを育成することが有効である。 
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第１章 終了時評価調査の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

１－１－１ プロジェクトの背景 

ニカラグア国チナンデガ県北部に位置するビジャヌエバ市は、人口 26,031 人（ASODEL、

1999 年）、53 コミュニティが存在し、人口の 85％が農村部に住む貧困地域である。1998 年、

中米地域に甚大な被害をもたらしたハリケーン・ミッチにより、当該地域においては、600

棟の住宅が全・半壊し、加えて 3,600 棟にも大きな被害が発生した。1999 年 11 月に実施さ

れた、「ハリケーン・ミッチ復興プロジェクト形成調査」では、同地域はハリケーンの到来

にかかわらず、雨期には洪水や土砂崩れの災害が多発しており、これらの災害は、人命に

損失を与えるだけでなく、農業・畜産などの生産分野や社会インフラ分野においても被害

を及ぼしていることが確認された。そして、これら自然災害に対する社会基盤の脆弱性は、

地域及び国家の社会経済開発への取り組みを阻害する要因の一つとなっていることが明ら

かになった。また、当該地域の自然災害に対する脆弱性の高い原因（ROOT CAUSES）として、

(1)社会インフラの脆弱性、(2)森林伐採等による自然環境破壊、(3)貧困にも起因する住民

の防災意識の低さ、(4)衛生環境の劣悪さ等が指摘されている。それゆえ、「ニ」国では、

ハリケーン・ミッチによる被災以降、平常時の防災の観点も導入した常設の機関の必要性

が急速に高まり、2000 年に国家防災委員会（SINAPRED）が設立された。 

このような背景の下、JICA は SINAPRED 及び現地 NGO と協力し、地域コミュニティの防災

に対する意識向上と、自然災害に対する対象村落の脆弱性軽減を目的とした住民組織強化、

生活水準の改善、環境保全等を含む総合的な地域コミュニティ開発に取り組むプロジェク

トを、2003 年 12 月から 3年間の計画で実施している。 

 

１－１－２ 調査団派遣の目的 

終了時評価調査は、以下の点を目的として実施された。 

１）プロジェクトの実績と実施プロセスを総合的に確認する。 

２）評価 5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に沿ってプロジェ

クトの実績を分析する。 

３）プロジェクト終了時までの対応方針等について提言を行なうとともに、プロジェク

トの実施経験から、類似の技術協力案件への教訓を抽出する。 

 
１－２ 調査団の構成と調査期間 

１－２－１ 調査団員構成 

日本側評価団 
(1) 榎下 信徹（総括／団長） 

独立行政法人 国際協力機構 専門技術嘱託 

(2) 大井 英臣（広域防災協力） 

独立行政法人 国際協力機構 地球環境部課題アドバイザー 



2 

(3) 藤原 真吾（企画協力） 

独立行政法人 国際協力機構 地球環境部第三グループ（水資源・防災） 

防災チーム 職員 

(4) 古谷 典子（評価分析） 

グローバル・リンク・マネージメント株式会社 研究員 

(5) 前山 真吾（通訳） 

財団法人 国際協力センター 

 

ニカラグア側評価団 
(1) Ing.Ligia E. Calderón Moreno 

地域調整促進部長、国家防災委員会（SINAPRED） 

(2) Mr. Mariano Aguilera 

ビジャヌエバ市長 

(3) Lic.Pablo Medina Cardoza 

ASODEL（プロジェクト活動委託先機関）代表 

 

１－２－２ 調査期間および日程 

2006 年 9 月 24 日～10 月 16 日 

 



3 

調査日程表 

 日時 内容 

1 9/24 日 先行コンサルタント：移動（東京→マナグア）、マナグア着 

2 9/25 月 午前：担当者ガルシア氏と打合せ（調査日程および手法の確認など） 
午後：ガルシア氏から聞き取り（関連機関との連携状況など） 

3 9/26 火 午前：SINAPRED 表敬及び打合せ（評価手法説明、フィールド調査の日程・内容調整）聞き取り 
午後：通訳との打合せ 
チナンデガ（宿泊地）へ移動 

4 9/27 水 午前：ASODEL との打合せ（評価手法説明、フィールド調査の日程・内容調整） 
午後：ASODEL からの聞き取り(1)パイロット村落の各状況に関して 

5 9/28 木 午前：ビジャヌエバ市長との協議 
ASODEL からの聞き取り(2)パイロット村落の各状況に関して 

午後：ASODEL からの聞き取り(3)関連機関の連携と成果の拡大に関して 

6 9/29 金 パイロットサイト(1)視察および住民への聞き取り 

7 9/30 土 パイロットサイト(2)視察および住民への聞き取り 

8 10/1 日 収集データ整理 

9 10/2 月 パイロットサイト(3)視察および住民への聞き取り 

10 10/3 火 収集情報整理・分析 

11 10/4 水 評価分析及び評価レポート草案作成 
追加情報収集 

12 10/5 木 午前：ASODEL との協議 
移動（マナグア→チナンデガ） 
評価レポート草案作成、追加情報収集 

13 10/6 金 ミニッツドラフト作成 
午後：通訳打合せ（スペイン語訳開始） 

14 10/7 土 午前：報告資料準備 

15 10/8 日 午前：団内打合せ 
午後：ミニッツドラフト作成 
パイロットサイトへの陸路移動（→チナンデガ） 

16 10/9 月 パイロットサイト視察 
移動（マナグアへ帰還） 

17 10/10 火 JICA 事務所での打合せ 
SINAPRED 表敬 
日本大使館表敬 

18 10/11 水 終日：合同評価委員会合（実績、５項目評価などについての協議） 

19 10/12 木 終日：合同調整委員会と今後の対応に関して協議 

20 10/13 金 午前：ミニッツ署名 
午後：SINAPRED と今後のプロジェクトに関する協議 

21 10/14 土 ニカラグア発 

22 10/15 日 移動 

23 10/16 月 日本到着 
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１－３ プロジェクトの概要 

プロジェクト開始時の合意文書（ミニッツ）に示されたプロジェクトの目標、アウトプッ

トは、以下のとおりである。 

 

上位目標：ビジャヌエバ市内に位置する 15 の村落において、自然災害発生時の社会経済

脆弱度が軽減される。 

 

プロジェクト目標：ビジャヌエバ市内に位置する 8 つの村落において、プロジェクトの

支援を受けたグループが自然災害に対する脆弱性軽減のための住民

参加型村落開発活動を持続的に実施できるようになる。 

 

アウトプット： (1) 8 村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの 

居住区における自然災害脆弱性及び防災の必要性について認識を

深める。 

(2) 8 村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に向

けた開発計画（Plan indicativo）が策定される。 

(3) 8 村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、

開発計画（Plan indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村落

開発の為のプロジェクトを、パイロットプロジェクトとして実施す

る。 

3-1）住民の組織化が行なわれる／既存の住民組織が強化され

る。 

3-2）住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改善さ

れる。 

3-3）住民グループ衛生状況が改善される。 

3-4）コミュニティの環境が改善される。 

3-5）住民の防災意識が向上する。 
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第２章 終了時評価の方法 

 

日本側調査団とニカラグア側調査団で構成される合同評価調査団を結成し、合同評価を

実施した。合同評価団は、PDM に基づいて、アウトプットおよびプロジェクト目標の達成度

をまず確認した上で、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）

の観点から分析した。続いて、導き出された結論に従い提言を策定し、実施から得られた

教訓を導出した。 
 

２－１ 終了時評価の手順 

２－１－１ 評価の観点と評価の手法 

本調査では、評価の枠組みとしてプロジェクト･サイクル･マネージメント(PCM)の評価手

法を取り入れた。PCM を用いた評価は、（１）プロジェクト･デザイン･マトリックス(PDM：

プロジェクトの諸要素を論理的に配置したプロジェクトの概要表)に基づいた評価のデザ

イン、（２）プロジェクトの実績を中心とした必要情報の収集、（３）｢妥当性｣、「有効性」、

「効率性」、「インパクト」、「自立発展性」という 5 つの評価の観点(評価 5 項目)からの収

集データの分析、（４）分析結果からの提言･教訓の導出及び報告、という流れからなって

いる。今回の評価調査でもこの流れを踏まえ調査を行った。 

 

まず、ミニッツ（2003 年 12 月 15 日付け、プロジェクト内容の概略を定めたもの）、PDM、

活動計画書（P/O）、事業事前評価表、運営指導調査報告書、終了時評価調査に係る事前資

料、その他プロジェクトの関係文書、報告書等に基づき、終了時評価の実施手順と調査項

目案を策定した。評価は、現行の PDM（別添資料２－１）に基づき実施した。 

 

主な調査項目は以下の表のとおりである。なお、評価グリッドは、別添３を参照のこと。 

 

表 1: 主な調査項目 

大項目 中項目 調査項目 

0-1 投入実績 ニカラグア側および日本側の投入実績 

0-2  活動実績 各アウトプットを達成するための活動実績 

0-3  各アウトプットの達成

状況 

アウトプット 1～3 の達成状況 

0．プロジェクト
実績／実施プ
ロセス 
 
 
プロジェクトは何

を達成したか（す

る見込みか） 

0-4 プロジェクト目標達成

度 

• SINAPRED また、ASODEL 内に蓄積された、コミュニティ防災に関す

る情報や技術 

（１） 技術数及びその内容 

（２） 情報（知識）量及びその内容 

（３） 上記活用状況 

• 指標で設定された数値以外にも、プロジェクト目標が達成されたこと

を示す（根拠となる）サポーティングデータ（あれば） 
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0-5 上位目標の達成度 

（見込み） 

• ビジャヌエバ市内に位置する 15 の村落において、自然災害発生時

の社会経済脆弱性が軽減された状態にあることを示すデータ 

• 自然災害発生時の社会経済脆弱性軽減に寄与するであろう何らか

の事実（脆弱性軽減そのものでなくとも、間接的にであれ貢献する

であろうデータ、上位目標達成見込みの根拠、サポーティングデー

タ） 

0-6  活動の進捗状況 プロジェクト進捗状況、モニタリング状況 

0-7  実施上の課題とこれま

での取り組み 

プロジェクト実施上の課題、これまでの取組み 

0-8 実施体制と関係部署

間の連携状況 

実施体制図、連携状況 

0-9  C/P の業務遂行状況 C/P の数や能力の適切性、コミュニケーション、積極性 

0-10 相手国実施機関の主

体性 

SINAPRED のプロジェクトに対するオーナーシップ 

1-1  ニカラグアの自然災害

脆弱性軽減分野にお

ける本プロジェクトの

必要性 

防災分野における自然災害脆弱性軽減戦略との適合性 

1-2 日本の開発援助政策

との適合性 

日本の国別援助計画 

 

１．妥当性 
 
プロジェクト実施

の正当性、必要

性はあるか 

1-3  ターゲットグループの

ニーズ 

ターゲットグループ（対象地 8 村落の住民）設定の適切性を示す情報 

 

2-1 プロジェクト目標の達

成度合い 

上記「0-4 プロジェクト目標達成度（見込み）」に同じ 2．有効性 

 

プロジェクト目標

は達成されたか 

 

2-2  阻害・促進要因、成

果・外部条件との因果

関係 

促進・阻害要因の確認 

3-1 「投入」の適正度 • C/P の配置、供与施設、プロジェクト運営費の適正度、C/P の業務

管理体制 

• 専門家派遣、研修員受入、供与機材の適正度 

3-2 アウトプット、プロジェ

クト目標の達成度 

プロジェクト実績に既述 

3．効率性 
 

プロジェクトは効

率的に実施され

ているか 

 
3-3 プロジェクトの支援体

制 

合同調整委員会の設定・実施状況、日本側の支援体制の状況 

4-1 上位目標達成の見込

み 

上記「0-5 上位目標の達成度（見込み）」に同じ 

4-2  他のプラスのインパク

ト 

プラスの波及効果の事例 

4．インパクト 

プロジェクトの長

期的、波及的効

果はあるか 
4-3  マイナスのインパクト マイナスの波及効果の有無確認 

5-1 組織的自立発展性 プロジェクトの継続実施体制、実施 NGO である ASODEL や調整機関

SINAPRED の今後の位置付け 

5．自立発展性 
 

JICA の協力終

了後、その効果

は持続するか 

5-2 財政的自立発展性 カウンターパート機関の予算の確保、財政支援の継続性を確認できる情

報（独自の予算に加えて、外部資金源としての外部予算を確保している

NGO との連携などを含む） 
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5-3  技術的自立発展性 • ニカラグア側人材（地域防災指導者、環境教育指導者・関連技術者

など）への技術移転度を示す情報 

• 養成されたニカラグア人の自然災害脆弱性や防災の必要性に対す

る認識を促進する推進者・指導者の定着度 

• ニカラグア人材の養成計画・手法の行政への取り込みなど示す情報

（NGO からの技術移転など） 

• 機材維持管理能力（供与機材は ASODEL 内やコミュニティ内に配

置されていることから、それらの保存管理能力） 

5-4  自立発展性の阻害・

促進要因 

本プロジェクトで推進されたコミュニティでの活動が、継続実施されるため

に必要な条件など 

 

２－１－２ データ収集方法 

上述の評価デザインに沿って、PDM 記載事項の実績データを中心に、以下の情報源および

データ収集手法を用いて情報を収集した。 

１）M/M、PDM 、PO 等のプロジェクト計画文書 

２）運営指導調査団報告書 

３）終了時評価調査に係るプロジェクト関連資料（ASODEL による報告書など） 

４）日本人専門家およびカウンターパート、実施機関 ASODEL、関連機関、住民からの聞

き取り及び質問票への回答 

５）日本側及びニカラグア側の投入に関する記録 

６）周辺地域の視察 

７）その他プロジェクトによる記録 

 

２－１－３ データ分析方法 

開発プロジェクトを評価する際に国際的に使用される評価 5 項目の観点から、収集した

データを分析し、総合的に価値判断する。評価 5 項目のそれぞれが示す内容は以下の通り

である。 

 

１）妥当性： プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位目標）

が、評価を実施する時点において妥当か（受益者のニーズに合致し

ているか、問題や課題の解決策として適切か、相手国と日本側の政

策との整合性はあるか、プロジェクトの戦略・アプローチは妥当か

等）を確認する。 

 

２）有効性： プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への便益が

もたらされているのかを確認する。また、そのための戦略（アウト

プットのたて方）がプロジェクト目標達成に貢献しているのかどう

かを確認する。 

 

３）効率性： プロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に活用さ

れているかを確認する。 
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４）インパクト： プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的効果や

波及効果を確認する。予測していなかった正・負の効果・影響を含

む。 

 

５）自立発展性： 援助終了後も、プロジェクトにより発現した効果が持続していく見

込みがあるかどうかを確認する。 

 

 



9 

第３章 プロジェクトの実績と現状 

 

３－１ 投入実績 

M/M と PDM に沿って、以下に示すとおり概ね予定どおりの投入が行なわれた。 

 

[日本側] 

１）ニカラグアへの専門家派遣 

短期派遣専門家延べ 2 名（住民参加型指導手法 1 名：重冨恵子（派遣期間：2004

年 8 月 7 日～9 月 4 日）、コミュニティ防災 1 名：田中元（派遣期間：2006 年 2 月

19 日～3月 20 日））が、技術移転を目的としてニカラグアに派遣された。 

この他に、プロジェクトとしての投入外（プロジェクト期間外）であるが、パイプ

ライン専門家が 1名（重冨恵子（派遣期間：2003 年 7 月 25 日～9月 23 日））派遣さ

れた。 

 

２）資機材供与 

2006 年度供与機材として、計 14,484.96 米ドルの資機材(4 輪駆動車１台)が、プロ

ジェクトの活動実施のために供与される予定である。 

 

３）日本におけるカウンターパート研修 

本プロジェクトの投入としての本邦研修受入は 0人である。 

但し、これまでに集団研修（中米防災対策）に 3 人の関係者（SINAPRED 関連）が派

遣され、日本における研修を受けている。本研修は、実質的に本プロジェクトのカ

ウンターパート研修となっており、今年度さらに 1～2名が同分野において派遣され、

研修受講予定である。 

 

４) 在外事業強化費 

2006 年 9 月末までに、計 348,679.01 米ドルが、NGO への委託費（実施総責任者や技

術者などの人件費、ワークショップ開催費用、パイロットプロジェクト実施諸経費

など）として支出された。 

 

[ニカラグア側] 

１）カウンターパート及びその他の職員配置 

プロジェクト・ダイレクターとして SINAPRED 事務局長が任命されている。しかし、

SINAPRED 事務局内に、特に本案件のために配属された実務レベルでのカウンター

パートはいない。プロジェクト・マネージャー1名が業務実施委託先のNGO代表となっ

ている。 

 

２）ローカルコスト 
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2006 年 9 月時点において、プロジェクト実施にかかる運営費の支出は、なされてい

ない。 

 

３）施設供与 

カウンターパート機関からの施設供与は、行なわれなかった。業務委託を受けてい

る現地 NGO は、当該団体の事務所を本プロジェクトの活動のために提供した。 

 

３－２ 活動実績 

PDM と PO に示された内容に従ってプロジェクトは活動を進めていることが確認された。 

 

３－３ アウトプットの達成状況 

アウトプットの達成度は概ね良好である。その根拠は以下に示すとおりである。 

 

アウトプット 1：8 村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの居住区に

おける自然災害脆弱性及び防災の必要性について認識を深める。 

 

アウトプット 1は、ほぼ達成されている。 

その根拠は指標に沿って以下のとおりの詳細となっている。 

 

1-1) 各対象村落における、住民の住民参加型農村調査及び開発計画策定ワークショップ

への参加率は、58％である。厳密には、PDM 上に示される目標値「70％」には到達

していない。しかしながら、58％という数値は、対象村落の「全人口」に対する割

合であり、4528 人中 2612 人を指すものであること、また、プロジェクト開始直後

の活動への参加率であることを考慮する必要がある。PDM 上の 70％という数値が意

図していたのは、「一部住民ではなく、住民の多くが」という点である。従って、

全人口の 6割という過半数の住民が参加したという事実は、この当初の意図に十分

に応えるものと考えられる。なお、プロジェクト開始後時間が経過し、活動が進む

中、住民の意識が高まり、実施機関 ASODEL との信頼関係も高まった現時点での活

動への平均参加率は、68％と上昇している。 

1-2) 各対象村落におけるワークショップの参加者の女性比率は、48％となっており、目

標値 40％を優に超えている。村での聞き取りにおいても、女性がワークショップに

参画できること、そこにおけるジェンダー研修による学習の影響が大きかったとい

う点が、男女双方から指摘された。 

1-3) 各対象村落における農村調査ワークショップ参加者のワークショップ後のアンケー

ト調査で、自らの居住区の自然災害脆弱性・防災の必要を学んだと答えた参加者の

割合については、実施団体の ASODEL も調査しておらず、調査団も調査中に全住民

にアンケート調査を実施していないため、比較ができない（ただし、今後実施は予

定されている）。しかし、終了時評価調査実施時点でのデータは存在しないが、プ

ロジェクト開始当初から村落住民に接している実施機関からの聞き取りから推察
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し、目標値である 70％を優に超える住民が肯定的な回答をするのではないかと予想

している。これを裏づける事実としては、、調査団による村でのグループインタ

ビュー参加者は、全員がプロジェクト開始前と今を比較した場合に、自分たちの暮

らしの中における防災の必要性に関して気づき、学んだと表現している。 

 

アウトプット 2：8 村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に向けた開

発計画（Plan indicativo）が策定される。 

 
アウトプット 2に関する達成度合いは高い。開発計画は 8村落において策定されている。

今後これが、市に正式に認定されるプロセスを踏む。策定過程は、参加型のワークショッ

プを通して十分に住民の参画を得たと判断できる。すなわち、非識字者も多い地域住民の

環境もあり、書き上げに関しては実施機関 ASODEL の支援が存在しているが、何十回という

ワークショップ、研修を通して、作り上げており、そのワークショップ、研修への住民の

参加率も鑑みるならば、住民の参加を得て、また、住民のやる気の度合いを鑑みるならば、

住民が主体となって、策定されたと判断することができる。 

 

アウトプット 3：8 村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、開発計

画（Plan indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村落開発のための

プロジェクトを、パイロットプロジェクトとして実施する。 

 
3-1) 住民の組織化が行われる/既存の住民組織が強化される。 

3-2) 住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改善される。 

3-3) 住民グループの衛生状況が改善される。 

3-4) コミュニティの環境が改善される。 

3-5) 住民の防災意識が向上する。 

 

ほぼ達成されている。パイロットプロジェクトには、24 の研修があり、基本的には、こ

れら 24 研修1に関して、それぞれの村に 1つのグループ（当該研修を実施するための住民の

集合体）が、存在している。研修の種類によっては、行っていない村もあるが、実施状況

の詳細については、ASODEL による報告書“RESUMEN DE EJECTUCION”(Septiembre 25 del 2006)

に記載されている。また、識字教室のように、一つのテーマに対し、同じ村に複数のグルー

プが設置されているものもある。識字教室や、養豚技術、家庭菜園、救急法など様々な研

修がある。 

                                                  
1 【1】参加型村落調査、【2】救急法、【3】救助法１、【4】予防医療、【5】トイレ、【6】保健分野の青年プ
ロモーター研修、【7】救助法２、【8】災害予防と軽減、【9】識字教室１、【10】識字教室２、【11】リーダー
シップ１、【12】リーダーシップ２、【13】とうもろこし栽培、【14】牧畜１、【15】家庭菜園１、【16】牧畜
２、【17】家庭菜園２、【18】村落開発委員会の組織化、【19】植林、【20】村落計画の詳細化、【21】市開発
委員会の強化、【22】太陽電池、【23】救助資機材、【24】無線、が研修の項目であり、その実施のために組
織されるグループとなっている。それぞれの村について 1つあることが前提であるが、識字教室のように、
1村に 2～3グループが組織されることもあれば、太陽パネルのように、2村においてのみ実施されたもの
もある。 
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以下 3-1)から 3-5)までの詳細についてそれぞれ示す。 

 

3-1) 住民の組織化および既存住民組織が強化されたことを示すデータとしては以下のと

おり； 

 2005 年 10 月にスタン台風（暴風）が起きた際、アケスパラパ（集落名）では、
クラウディオという住民のリーダーがもう一人の住民と協力して、全住民を無

事に迅速に誘導・避難させた実績がある。これは、住民の結束（団結）力が高

まったことを示している。 

 定期的な会合が継続的に実施されており、また、出席率も高い。 
 カニャヒストラ村の例では、政府出先機関、市、社会団体の参加する市開発委
員会に対して、住民が法令の根拠を示した上で、要望書を上げてきた。知識と

権利意識が向上し、自ら行動を起こすという点では、これまでになかったこと

であり、エンパワーされたといえる。この要望書に対して、市開発委員会が回

答する義務があるが、それに基づき、市長に市開発委員会から要望を提出する

ことになる。 

 上記に示されるように、団結（結束）力、イニシアティブ、知識、権利意識、
の向上という観点から住民の組織力が強化されたと言える。 

 

3-2) 住民グループの経済活動が強化されたことを示すデータとしては以下のとおり； 

 2005 年に行なわれた養豚技術の研修（遺伝子改良された種豚を用いて雌豚に子
どもを産ませる）で得た知識と活動をもとに、子豚を市場で売るに至っている。 

 村人たちの今後の活動の継続の中で、強い関心が示された項目は、経済活動に
かかわる部分であった。現段階では、例えば収入増加を定量的なデータで示す

ことはできないものの、経済活動にかかわる活動は住民の意欲が高いことから

継続性が高く、時の進展とともに、今後成果が現れてくることが予想される。 

 

3-3) 住民（特にグループに参加している）の衛生状況が改善されたことを示すデータと

しては以下のとおり； 

 子どもが行水をするようになるなど衛生に係る習慣に変化を与えた。 
 ゴミの収集、清掃を 15 日ごとに実施している。保健省との協力により、手押し
車やトラクターにて集めている。 

 保健省との協力により、住民の使用する井戸水に塩素を入れて消毒するように
なった。 

 保健省では、ビジャヌエバ市から定期的に訪問調査を行なっているが、病気の
発生率が減少したとの結果を既に得ている。 

 住民の意識としても、健康であることが災害時に対処する際に重要であるが、
そのためには、家庭や地域が清潔であることが必要だとの認識が、聞き取り調

査の中で確認された。 

 

3-4) コミュニティの環境が改善されたことを示すデータとして以下のとおり； 
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 再植林のパイロットプロジェクトを実施している。遺伝子改良した樹木（INAFOL
が開発）2万 2千本を購入し、牧畜と森林管理を組み合わせて、8村落を対象に

行なった。この樹木は、薪（燃料）にもなるし、葉や実を家畜の餌にすること

ができる。 

 2006 年 5 月に要望が出て、その後 10 月には施行された環境保護条例があり、保
健省の協力を得てゴミの処理が実施されることとなった。市開発委員会は、こ

の市の条例を普及させていく。 

 衛生環境については上述 3-3)回答のとおり。 
 

3-5) 住民の防災意識が向上したことを示すデータとしては以下のとおり； 

 聞き取りを行なった ASODEL のファシリテーター、コーディネーター（すべて住
民との直接的に関わる立場にある）全員が、住民の防災意識は向上したと感じ

ている。 

 その証拠として一例を挙げると、上述のアケスパラパ村においてスタン台風時
に見せた住民の行動に加えて、例えば、アケスパラパ村は、浸水時（予想され

る自然災害）に、村の全域が浸水してしまい、村の中に避難所を設けても役立

たないことから、隣村のマタパロのレオナルド氏と話し合い、浸水しないマタ

パロ村の小学校をアケスパラパ村の避難場所として確保するという交渉を成功

させた。 

 村落部での聞き取り調査においても、具体的な防災技術（救助法、事前情報の
収集、市や村落内での連絡体制、家屋建設地や危険地の認識、救命法、緊急医

療、焼畑の中止、植林、無線の使い方など）が学んだこととして挙げられてお

り、何より、コミュニティを守るためには、自分たち住民が組織化され団結し

て自主的に対処することが重要だとの認識が示された。しかも、このような認

識はプロジェクト開始前には持ち合わせていなかったものだとの確認がなされ

た。 

 

３－４ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：ビジャヌエバ市内に位置する８つの村落において、プロジェクトの支

援を受けたグループが、自然災害に対する脆弱性削減のための住民参

加型村落開発活動を持続的に実施できるようになる。 

 

プロジェクト終了時までに、設定されたプロジェクト目標は部分的に達成されることが

見込まれるが、住民参加型村落開発活動が持続的に実施できるかどうかという点において、

完全に満足のいく段階までの目標達成は困難と判断される。すなわち、ビジャヌエバ市に

位置する 8 つの村落において、プロジェクトの支援を受けた住民たちは、自然災害に対す

る脆弱性軽減の為の住民参加型村落開発活動を実施できるようになっているものの、これ

は、外部からの支援、すなわち、JICA から業務実施を委託された ASODEL の支援活動が存在

する条件のもとで実現されている。今後、外部からの支援が無くなった場合の自立発展的
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な活動の持続については、プロジェクト終了時までに十分に満足な水準までに到ることは

難しいと予想される。 

 

上記判断の根拠を以下に示す。 

 
指標 

・各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより、開発計画およ
び行動計画が 2004 年 9 月までに作成される。 
・各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループの 80％以上が、プロジ 
ェクト終了時までに自然災害脆弱性削減・村落開発モデル・パイロットプロジェクトを
継続的に実施する。 
 

各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより、開発計画およ

び行動計画が 2004 年 9 月までに策定されたかどうかという指標に関しては、終了時評価時

点で、策定された開発計画および行動計画の存在が確認された。その策定過程については、

アウトプット 2 とも共通するが、非識字者も多い地域住民の環境もあり、書き上げに関し

ては実施機関 ASODEL の支援が介在しているものの、何十回というワークショップ、研修を

通して、作り上げたものであり、そのワークショップ、研修への住民の参加率、状況も鑑

みるならば、住民が主体となって策定されたものと判断することができる。 

また、各対象村落において、自然災害脆弱性削減・村落開発モデル・パイロットプロジェ

クトを継続的に実施している住民グループが、プロジェクトに支援を受けている住民グ

ループ全体に占める割合として 80％以上となる目標値に関しては、グループという考え方

が、研修を受講する際の一時的集合体となっており、むしろ、住民（全般）という形で表

現した方が実態に即している。そのような考え方から、数値で示した場合、様々な活動に

関わる住民の参加率の平均値は 68％であり、全住民の約 7 割となっている。これは、類似

の農村開発案件の例と比較しても極めて高い数値であり、PDM 上の指標に示される目標値

「80％」という数値が、「住民の大多数」を意図していることを鑑みると、当初の目標を達

成していると見ることができる。 

しかしながら、プロジェクト目標は、「持続的に」活動が実施されることとしている観点

から、以下の点が「プロジェクト終了時までには十分に達成されることが見込まれない」

ことの根拠である。 

最近起こった実際の災害時に、本プロジェクトで育成された人材がコミュニティレベル

で活躍するなど、現在、研修を受けた人材が力量を発揮するようになってきており、その

観点からはプロジェクト目標に大きく近づいているのであるが、外部支援の一切なくなっ

た将来においても継続していくことができるほどに強固になるためには、まだ不安が残さ

れている。すなわち、まだ外部からの支援が必要である。特に、これから１～2年の間に若

手リーダーが活躍し始め、それで初めて「持続的に」活動ができるようになったと表現で

きるのであり、成果を長期的に考える必要がある。住民からの聞き取りにおいても、今後

の自分たちの活動の継続に関して自信の度合いは高かったものの、まだ、これから学ぶこ

とも多いという観点からの発言、外部からの支援の必要性を訴える発言も多くみられた。 
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３－５ 上位目標の達成の見込み 

上位目標：ビジャヌエバ市内に位置する 15 の村落において、自然災害発生時の社会経済脆

弱度が軽減される。 

 

現在定められている指標、1) 各対象村落における、自然災害による経済損失が 25％減少

すること、及び、各対象村落における生産等活動度が 10％上昇することについて、現段階

で達成見込みを判断することは困難である。ただし、後者の指標に関しては、定量的な評

価は困難であるものの、経済活動が活発化しつつあるという兆候を捉えることができた。

例えば、家庭菜園での活動の中に、豚の飼育があるが、これは販売を目的としており、豚

の販売により現金収入の増加が見込まれている。また、村での聞き取り調査では、村人た

ちの今後の活動の継続の中で強い関心を集めた項目は、経済活動にかかわる部分であった。

現段階では収入増加などを定量的データで示すことはできないものの、住民の意欲が高い

ことを考慮すると継続性が高く、時間の経過とともに、結果が現れてくることが予想され

る。 

なお、経済損失の変化率という現在の指標に代替する数値としては、実施機関である

ASODEL が開発している経済的脆弱性を数値化したものが考えられる。これは、物理的、経

済的、社会的、環境的の４つのカテゴリーにて数値化されている。ベースラインのデータ

が存在するので、事後評価（継続する場合は延長フェーズでの終了時評価）調査時点での

データと比較することが望ましい。 

プロジェクト目標では対象村落が 8村落であるのに対し、上位目標では 15 村落を対象と

していることから、プロジェクトによる 8 村落における成果がビジャヌエバ市内の他の 7

村落に波及していくことを想定しているが、評価時点で 7 村落への波及の度合いは高くな

い。個々の住民レベルでは、自分が習得した知識や技術をプロジェクトに関わっていない

地域の人々に話しているとの発言が村での聞き取り調査から得られており、プロジェクト

でカバーしない集落からの研修への参加が見られるが、いずれも限定的な波及効果に留

まっている。 

 

３－６ 実施プロセス 

評価グリッドに従って実施プロセスが確認されたが、特に以下の点について言及する。 

 

 実施体制上の問題として、第一に、現場（コミュニティ、市町村）レベルでの
関連機関による横の連携は、実施機関である ASODEL のイニシアティブにより良

くとれていたが、中央レベルにおける横の連携（JICA と SINAPRED）が弱かった。

これには、合同調整委員会が実質的に存在しなかったという背景が存在する。 

 実施体制上の第二の問題として、コミュニティ防災の責任行政機関として重要
なアクターが十分に巻き込まれていなかった。現在は、プロジェクト活動を委

託契約されている現地 NGO である ASODEL がコミュニティへの支援を実施してい

るが、本来は市という行政機関が主として担うべき役割であり、プロジェクト

終了後には現地 NGO に代わって市がコミュニティへの支援をおこなえるよう、
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プロジェクト活動への市の参画を促進すべきであったと考えられる。 

 JICA 現地事務所の担当者の交代が頻繁にあり、それぞれの担当者の考え方のプ
ロセスが異なっていたため、プロジェクト活動を実施する現地 NGO が戸惑い、

両者の間に誤解が生じるなどコミュニケーションに支障が生じたことがあった。 

 

３－７ 特記事項 

実施プロセスと深く関連する点で、次の点に言及する。本終了時評価の結果を理解する

ためには、特にプロジェクトが形成された経緯を考慮すべきである。 

 

本プロジェクトは、技術協力プロジェクトとして採択され実施されてはいるが、もとも

との計画は、開発福祉支援事業として生み出されたのである。しかしながら、当時ニカラ

グア事務所が駐在員事務所というステータスであったため、開発福祉支援事業は行なえず、

正式に要請はなされなかった。一方、「防災ワークショップ」（2001 年）が実施された際

に、防災力の強化と住民の組織的生産活動支援等による生計向上が対象被災民の持続的開

発につながるとの提言があり、現地事務所では、この二つのアイデアを統合する形で技術

協力プロジェクトを形成し、「ニ」国がこれを要請し、開始されることとなった。そのよ

うな経緯から、当初生み出された計画の中ではカウンターパートは現地 NGO である ASODEL

であったが、プロジェクトが採択される段になって、NGO を技術協力プロジェクトというス

キーム上のカウンターパートとすることは困難であるとの JICA 本部（東京）からの指摘が

あり、国家機関である外務省もしくは国家防災委員会（SINAPRED）をカウンターパートに

するという検討がなされ、最終的に SINAPRED がカウンターパートとなった。しかしながら、

SINAPRED は、調整機関であることから、実質的なカウンターパートといえるのは、実際に

業務を実施する ASODEL であった。 
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第４章 評価 5項目による評価結果 

 

ニカラグア側および日本側から構成される合同評価調査団により、本終了時評価の全調

査活動をとおして得られた情報から、プロジェクトの妥当性、有効性、効率性、インパク

ト、自立発展性について検討した結果明らかになったことは、以下のとおりである。 
 

４－１ 妥当性  

妥当性は高い。根拠は以下に示すとおりである。 

 

１）ニカラグア国家政策との整合性があり、防災分野における政策・戦略との適合性が

存在している。すなわち、2004 年から 2010 年のリスクマネジメント政策（国家プロ

グラム）の中にあるように、地域（市レベルおよびコミュニティレベル）の組織を

強化するという方針が存在しており、本プロジェクトの目的と合致する。 

２）ターゲットグループのニーズに整合している。貧困状況の中でコミュニティ防災の

能力を強化しなければならない住民たちのニーズに合致している。 

３）日本の ODA 政策との整合性が存在している。2005 年に兵庫で開催された国連防災世

界会議において日本政府が発表した「防災協力イニシアティブ」において、協力の

基本方針として人間の安全保障の視点を取り入れること、ソフト面での支援を重視

すること、現地適合技術の活用・普及を図ること、様々な関係者との連携を促進す

ることなどが掲げられており、本件プロジェクトのアプローチはこの基本方針と合

致している。また、ハリケーン・ミッチ被災後の我が国政府とニカラグア国政府の

間の政策協議により、我が国の援助重点分野に「防災」を加えることが合意されて

いる。JICA の対ニカラグア国別事業実施計画においても「防災」は重点分野のひと

つに掲げられている。 

４）我が国は防災先進国であり、本プロジェクトの中心課題であるコミュニティの防災

力強化について、我が国は比較優位性を有していると判断される。しかしながら、

本プロジェクトは現地 NGO にプロジェクト活動を委託する旧・開発福祉支援事業の

流れを受け、活動の大部分を現地 NGO に委託しているため、我が国の技術的比較優

位性が充分に活かされていない面がある。他方、同じく旧・開発福祉支援事業の特

徴であり、本プロジェクトでも採用しているコミュニティ住民に対して直接支援を

届けるアプローチは、人間の安全保障を重視した上述の「防災協力イニシアティブ」

に合致している。また 2005 年の国連防災世界会議で採択された「兵庫行動枠組」で

掲げられている「災害対応力を体系的に高めるために、全てのレベル、特にコミュ

ニティ・レベルで、制度、仕組み、及び能力を開発・強化する」という戦略目標に

象徴される、コミュニティ・レベルの防災力強化を重視した近年の国際的な防災協

力の潮流から評価しても、コミュニティの防災力強化を直接支援する本プロジェク

トは妥当であると判断される。 

５）本プロジェクトは、プロジェクト目標でビジャヌエバ市内の 8 村落を、上位目標で



18 

は同市内の 15 村落を対象としているが、これら村落のみに効果発現が限定されるよ

うでは、裨益の地理的範囲がやや小さいと考えられる。本件プロジェクトを通じて

得られた知見・経験や技術をニカラグア国内（さらには中米域内）で共有するため

の取り組みをプロジェクトの設計に多少なりとも組み込んでいれば妥当性がより高

かったと考えられる。 

 

４－２ 有効性 

以下に示すとおり、プロジェクトの有効性はやや弱い。 

１）プロジェクト目標の達成度 

前章３－４に記載のとおり、終了時評価時点において、プロジェクト目標は部分的

に達成が見込まれるものの、完全には達成されない見込みである。 

 

２）アウトプットのプロジェクト目標達成への貢献度 

全アウトプット（3つ）は、プロジェクト目標の達成に貢献した。しかしながら、ア

ウトプットの達成度が良好であるにも関わらず、プロジェクト目標の達成見込みが

終了までに十分には見込めないという事実が存在していることから、プロジェクト

の設計に不足している部分があったと考えられる。具体的には、「３－４ プロジェ

クト目標の達成状況」に言及されているとおり、プロジェクト目標の達成に不足し

ている主要な点は、プロジェクト終了後に住民グループが災害脆弱性削減と村落開

発のための活動を持続的に実施できるようになることであることから、活動の持続

性を促進するため工夫が不足していたものと考えられる。当初の想定では、住民グ

ループがプロジェクトを通じて活動を実施することで能力開発を達成し、その開発

された能力を活用してプロジェクト終了後も活動を持続的に実施するという戦略で

あったと考えられる。しかしながら、3年間のプロジェクト活動では、住民グループ

が自立できる程度まで能力開発を達成することが困難であったことが今回の評価調

査で分かったことから、協力期間の設定が短かったことがまず指摘される。これに

加えて、本来、村落における災害脆弱性削減や村落開発に係る活動を支援するのは、

地方行政機関の果たすべき役割であり、プロジェクト終了後には現地 NGO に代わっ

て地方行政機関が村落を支援できるよう、これら機関の職員をプロジェクト活動に

参画させ、村落への支援に必要な意識向上と能力開発を支援することをプロジェク

トの設計に組み込めば、より有効性が高まったであろうと考えられる。 

 

３）促進要因・阻害要因 

プロジェクト目標達成の促進要因としては； 

 住民の生計及び生活改善・向上を含む総合的なコミュニティ開発として実施さ
れたことが住民の大きな動機付けになっている。 

 有能な現地 NGO に対して業務委託し、この実施機関が以下の点を考慮したこと
が挙げられる。（１）ターゲットグループである住民と同じ言語でコミュニケー

ションをはかり、住民との信頼関係を築いたこと、（２）住民参加型の手法を通
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して、住民自らの手で問題分析、活動計画立案、計画実施とプロジェクトの一

連のプロセスを支援したこと。これらの活動の結果、成果が直接的に住民へ裨

益したということである。換言すると、各コミュニティ、社会構造に尊敬を示

し、彼らの文化・構造を尊重したこと、住民自身のマネジメント能力強化、彼

ら自身のやることを側面から支援したことである。 

 目に見える効果の現れが、プロジェクト目標達成の促進要因の一つとなってい
る。例えば、住民自身が策定した開発計画を市政に反映させる努力の結果とし

て、具体的には、アクセス道路や農村電化の事業化が予定されており、さらに、

政府以外の組織への働きかけで実施されていること、また、今後実施される予

定となっていることなどが、住民をさらに動機づけており、住民による持続的

な活動を促進することとなっている。 

 

プロジェクトの目標達成の阻害要因としては； 

 雨期の交通事業、野外活動環境が極めて悪く、活動に支障をきたした。例えば、
雨量の増大によりプロジェクトサイトであるコミュニティに外部支援者がアク

セスすることができず、播種などの活動が、予定どおり行なえなかったが、こ

のような活動遅延状況は当初の計画の中において考慮されていなかった。 

 支持政党に関わらず、広く住民に裨益することを目的としている本プロジェク
トであるが、市の組織的能力・統治能力が弱く、ニカラグアの政治文化土壌も

あり、政党色の影響を受けることから、一部の地域では、必ずしも全住民が活

動に参加をしない、熱心にならなかったことなどの事実が存在した。 

 

４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。詳細は以下のとおりである。 

 

１）投入の適切度 

日本およびニカラグア両国による投入は、いくつかの課題はあるものの、期待され

るアウトプットを産出するために概ね必要かつ十分なものであった。以下に根拠を

示す。 

 

[日本側] 

- 現地 NGO を活用することで、効率性は大きく高まっている。すなわち、限られた

投入で、大きな成果を産み出している。 

- 日本側は技術移転に必要な資機材を供与した。但し、一部機材の購入時期が価格
交渉により若干遅れた。 

- 実施機関が指摘する住民活動の改善点が短期専門家により裏付けられた。 
 

[ニカラグア側] 

- 実施機関については当初の計画に沿った十分な人員の配置が行なわれた。しかし
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ながら、カウンターパートである SINAPRED については実質的なカウンターパート

が配置されなかった。 

- 現時点においては、大きな機材が投入されていないため、維持管理状況を確認す
る対象が存在しない。プロジェクト外からの投入として、ソーラーシステムの導

入や緊急救助・救急キットなどがあるが、投入された後に、今後一定期間を経て、

どのような維持体制になっているかを確認しておく必要がある。 

 

２）アウトプットの達成状況 

プロジェクトは当初期待したアウトプットを十分に達成した。（「３－３ アウト

プットの達成状況」参照） 

 

４－４ インパクト 

上位目標の達成見込みについては、前章３－５に記載のとおり、現時点での達成見込み

の評価が困難であるものの、生産活動の活発化などの兆候を見ることができ、この点につ

いては上位目標達成に向けて前進しているものと考えられる。現状では、8村落における協

力の効果が、上位目標の対象に含まれる他の 7村落（上位目標の対象は合わせて 15 村落）

に波及されていく見通しは高くない。 

その他、当初計画されていなかったプロジェクト実施による正のインパクトは以下のと

おりである。 

 

村落の社会開発効果と住民のエンパワーメント； 
１）プロジェクトによって生産活動（所得向上活動）が少しずつ定着してきていること

に加えて、地域住民の組織力が向上しつつあること、地域住民の保健衛生状況が改

善しつつあること、識字教育などの社会活動の効果が現れていること、などの効果

は住民が自覚できるほどの明確さで現われてきており、インパクトとしては強い。 

２）特に、住民の組織力や意識向上と関係する点について、住民がエンパワーされ、自

分たちの権利に目覚め、その結果、行政側に明確に要求するようになった点も着目

に値する。具体的には、市の条例を根拠に、当該活動は市の予算に組み込まれるべ

きだとの内容の要望書を市に対して行なうなど、過去にはありえなかったことが起

こってきている。これは、依存心が増加したのではなく、自分たちの行なうことに

責任をもつことができるようになり、逆に、住民だけでは成しえない点を明確に区

別して、行政側に要求するようになったということである。 

 

ビジャヌエバ市を超えた他地域への波及効果； 
１）現在、SINAPRED は、本プロジェクトの多くのコンポーネントを他地域に普及できる

ものと考えており、ニカラグア国内における本プロジェクトの成果普及を計画して

いる。評価時点においても実際に、地域（地方）レベルで、各市や各コミュニティ

での交流が行なわれている。コミュニティリーダーの交流も行ないたいとの意向も

持っている。また、ビジャヌエバ市の経験に関しては、周辺のソモティージョ市、
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シンコピノ市などに広めていけるとの考えを持っている。 

２）中米広域への広がりということについては、インフォーマルなものであるが、現時

点で既に中米広域の防災力強化のためのネットワークが存在している。例えば、地

域レベルでの会合（CEPREDENAC の会合）が、パナマにて 2005 年 3 月、また、グアテ

マラにて 2005 年 8 月に開催され、そこに実施機関として ASODEL が参加して本プロ

ジェクトの成果を各国に紹介した。また、Eメールを通じて、手法・成果・経験を参

加者に紹介した。パナマ市民防衛委員会、サンホセ市長、サンサルバドル市長など

には直接情報提供している。また、そのための重要な一つの材料として、ASODEL で

は系統立てた経験のとりまとめを経験のシステム化との名目で実施しており、すで

にドラフトとして完成している。 

 

特に、負のインパクトは観察されなかった。 

 

４－５ 自立発展性 

自立発展性の芽は確実に認められるものの、終了時評価時点では、自立発展性が十分に

確実なものになっていると断言することは難しい。その判断根拠の詳細は以下のとおりで

ある。なお、組織的、財政的、技術的観点からの自立発展性を確認するが、プロジェクト

の継続実施体制は、住民グループ、それを支援する地方行政（ビジャヌエバ市）、加えて実

施機関としての現地 NGO、それを支援する SINAPRED 等の国家組織、というそれぞれの立場

から検討する必要がある。 

 
１）組織的自立発展性 

 住民は、組織化が進み、住民組織レベルで自立発展する素地ができつつあると
判断できる。すなわち、プロジェクト対象地であるコミュニティの自然災害に

対する経済・社会的脆弱性の実態が、NGO の支援を通じて住民自身により十分認

識され、その問題に対する適切な改善活動が住民主体で組織立って実施される

ようになっている。例えば、昨年、大雨が起こり、本プロジェクトで育成され

た人材が、行政の助けをただ受身に待つだけでなく、コミュニティレベルで自

主的に活躍した。市の中心部から離れている村落の方がより活発な活動が見ら

れる。但し、強固になるためには、まだ支援が必要である。これから１～2年の

間に本プロジェクトを通じて育成された若手リーダーが活躍し始め、組織化が

より一層固められることが必要である。 

 ビジャヌエバ市の市政そのものは安定しているが、その防災体制の組織的自立
発展性という点では、弱い。現在、防災を専門に取り扱う部署は市の中に組織

として存在せず、防災分野を兼務する職員が 2 名配置されているのみである。

法令 337 条により市防災委員会が設置されるべきことが定められているものの

実態は厳しい。但し、プロジェクトの実施機関である ASODEL と協力して、市防

災対策室を立ち上げたいと希望しているため、将来的に組織的自立発展性を高

める可能性はある。 
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 SINAPRED は、ニカラグア政府の防災政策に沿った機関であるという点で、組織
的な自立発展性は高い。 

 実施機関である ASODEL という組織の自立発展性については、高いと判断される。
現在職員は合計で 24 名おり、技術的なレベルでは、農牧関係で 5人、リスクマ

ネジメントで 3 人、意識向上に 4 人がプロジェクトに投入する専属としてプロ

ジェクト期間中雇用されている。プロジェクトが終了すると雇用は終了するも

のの、現在 ASODEL 戦略計画（～2012 年）を策定しており、長期的な視点に立っ

た、分野的な観点からの配慮で雇用（継続雇用の可能性）を検討している。ASODEL

の強みとして、コミュニティ防災、肉牛の生産（牧畜）についてさらに強化し

ていきたいとしている。前者については住民への教育ツールを持ち合わせてい

るが、後者に関しては、2010 年に発効する米国との自由貿易協定を活かしてい

くことを検討中である。また、参加型手法や人間開発を得意分野とする目標を

掲げている。 

 
２）財政的自立発展性 

 住民レベルでの財政的自立発展性は高いとは言えない。対象 8 村落は貧困度の

高い地域であり、土地を所有しない農民や非識字者が多く、現金収入に結びつ

く活動の中で不利な立場に立たされている住民が多い。このようなことから、

一部住民は財政的な自立発展性を確保するだけの能力を有するが、そうでない

住民も少なくない。畜産技術研修を受けた研修生の多数は土地を有しているの

で、土地を担保に小銀行からのローンへのアクセスがあり問題がない一方で、

担保がないため、ローンを得られない農民が存在する。 

 このような財政的困難を抱える住民を支援する可能性として、JICA 支援によら
ないマイクロクレジットなどを利用する方法が存在する。農業・畜産に関する 3

つの分野（牛、豚、とうもろこし）について、ASODEL は、30 村落に限定して自

己資金を用いた支援活動（貸付）を行なっており、今後はさらに外部（中米経

済統合銀行：BCIE）からの資金も導入して、対象村落を 20 村落ほど拡大させる

予定である。この 20 村落の中には、現在のパイロットサイトである 8村落を対

象地として追加することとなっており、今後 3 ヵ月以内に、BCIE から融資の回

答が得られる予定。 

 この住民レベルでの自立発展性を支援するための地方自治体（市）の財政は、
極めて厳しい状況にあり、この観点からの自立発展性は低い。市の財政的な能

力が不十分であるため、FISE や COSE、ASODEL など現在支援に入っているような

協力機関が必要である旨の発言が市長からなされた。現在、地方分権化が進め

られており、中央から地方への税収配分が資金配分法により 4％から漸次ひきあ

げられ、2008 年までに 10％となっていく。今年（2006 年）は 6％であるが、そ

の内の 3割が経常費、7割が事業費への割り当てとなっているが、これらの予算

も考慮することができようが、橋梁や道路インフラの整備などは、市の管轄で

あっても、金額が巨大なものも多く、容易ではないとの発言があった。 

 カウンターパート機関である SINAPRED についても、財政的観点からの自立発展
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性は十分とは言えない。政府独自の雇用による職員数は 17 名であるが、これ以

外に世銀の支援によるハザードマップ作成プロジェクトにより雇用されている

10 人に関しては、当該プロジェクトが終了する 6 ヶ月後に人員は減少する可能

性が高い。但し、公務員のキャリア継続を保障する法律が存在しているため、

SAINAPREDの2007年度予算編成の中で、人員雇用継続予算を現在申請中である。 

 実施機関である ASODEL 自身の財政的自立発展性に関しては、代表から、マイク
ロクレジットから得られる収益（自営の事業）をもって、運営していけるよう

に考えているとの発言があった。 

 

３）技術的自立発展性 

 住民レベルでの技術的自立発展性は高い。これを裏付ける証拠として、例えば、
昨年の大雨の際、辺境地域では、避難活動が迅速に行なわれた。行政からの迅

速な救助が必ずしも期待できない現状の中、住民は、本プロジェクトで獲得し

た知識、技術を最大限に活用している。 

 住民レベルに移転された具体的なコミュニティ防災技術として、村での聞き取
り調査の結果、緊急医療、救助法、事前情報の収集、集落住民への連絡・避難

体制、家屋建設地の選択や焼畑放棄・植林などの中・長期的取組が挙げられる。 

 現在行なわれている活動や身についた技術の更新が今後も続いていくことは、
実践機会の減少や予算面から難しい面もあるが、救命活動に関しては、現在、

赤十字が実施している予防医療プログラム（保健省が実施）の中で、プロジェ

クトで育成された人材を中心に活躍させれば、持続的に技術を更新・維持して

いけるのではないかと期待される。ASODEL は、上記の連携をすることを赤十字

と交渉中である。ビジャヌエバ市には、防災部で本プロジェクトで研修した人

材を活用してはどうかとの打診もなされているが、市としては雇用する予算が

ないことから難しい状態となっている。 

 また、パイロットプロジェクトの一環として実施された研修には、地域の組織
化、地域リーダーの養成があり、これらの研修を通して住民の中から地域リー

ダーが新たに育成されてきている。これまで地域の中で必ずしも責任を担って

いなかった者が新たにリーダーになったことに加えて、特にこれからの地域を

担う青年層にリーダーが育成されている点は、住民レベルでの組織的自立発展

性を高めると同時に技術的自立発展性も高めている。村落部でのグループイン

タビューにおいても、青年が参加したが、自ら「3年前と随分と自分自身は変わっ

た。かつては、おとなしくて人前での発言などしなかったが、今では発言する

ようになった。将来は、もっと勉強して力をつけ、自分の暮らす地域のために

働きたい」という趣旨の発言が得られている。コミュニティ開発委員会の正式

な委員にはなっていないが、実際に研修参加者が各種ファシリテーターとして

活躍するようになっており、これらの青年はさらに自分たちの得た知識を他の

青年に教えている。家族省が国家児童プログラムを実施しているが、ファシリ

テーターとして本プロジェクトで養成した人材が活躍し、さらに、村落におけ

る救命活動隊として、家族省が識字プロモーターとして採用した青年が活躍し
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ている。これらの点も、住民レベルでの技術的自立発展性の高さを示している。 

 実施機関の ASODEL に、人材育成のトレーナー的役割を果たす人材がいるが、現
在、プロジェクト期間中での臨時雇用となっているものの、ASODEL の将来戦略

にあわせて、常勤としての雇用の可能性が高まってきており、本プロジェクト

を通して経験を積んだ人材の定着が確保されようとしている。 

 機材維持管理能力に関しては、現時点においては、大きな機材が投入されてい
ないため、維持管理状況を確認する対象が存在しない。今後、ソーラーシステ

ムの導入や緊急救助・救急キットなどが投入された後に、一定期間を経て、ど

のような維持体制になっているかを確認する必要がある。 

 本プロジェクトで実施された活動や手法が、継続実施されるために必要な条件
として、市が主体性を持ってこれまで実施機関である ASODEL が担ってきたこと

を引継ぎ、今後責任をもって事業を行なうべきである。市が何らかの方法によ

り、住民のモチベーションを維持する活動を支援していかなければ、住民レベ

ルでの技術が自立発展的に継続されていかない。 

 

４－６ 評価結果の結論 

４－６－１ プロジェクト目標の達成度 

終了時評価調査時点において、プロジェクト目標は部分的には達成することが見込まれ

るが、プロジェクト終了時までに、プロジェクトの支援を受けた住民グループが、自然災

害に対する脆弱性削減のための住民参加型村落開発活動を持続的に実施できるだけの充分

な能力を獲得するまでには至らない見込みである。 

 

４－６－２ 5 項目による評価 

終了時評価調査時点で、プロジェクトの妥当性は高いが、プロジェクト目標達成があと

一歩であり、有効性は若干弱いと判断される。効率性においては、有能な現地 NGO を活用

するなど高いと言える。インパクトは、上位目標の達成見通しについては評価が困難であ

るが、当初計画では意図されていない住民レベルでのエンパワーメントの効果が大きいこ

とが認められた。自立発展性に関しては、住民レベルでの自立発展性の芽が認められるが、

それを側面から支える行政・組織の自立発展性が不十分であることから、これらを総合的

に見て、終了時評価段階では、自立発展性が十分に確実なものになっているとは判断でき

ない。 

 

４－６－３ 促進要因・阻害要因 

プロジェクト目標の達成を促進した要因として、住民の生計及び生活改善・向上を含む

総合的なコミュニティ開発として実施されたこと、有能な現地 NGO に業務委託し、この実

施機関が住民との信頼関係を築きつつ、住民参加型の手法を通して、住民自身のマネジメ

ント能力を強化し、彼ら自身のやることを側面から支援したこと、目に見える効果の現れ

たことが挙げられる。一方、プロジェクト目標達成を阻害した要因として、雨期の状況へ

の配慮を十分に計画に反映していなかったこと、政治的な文化社会土壌から、一部の地域
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では、必ずしも全住民が参加をしない、熱心にならないという限界が存在していること、

が挙げられる。 
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第５章 提言と教訓 

 

５－１ 提言 

合同評価調査団として、評価結果に基づき、主に以下の点を両国政府に提言した。 

 
１．プロジェクト期間の延長 
自立発展性を確保し、プロジェクト目標を完全に達成するために、実施期間を約 2 年間

（2009 年 3 月まで）延長する。 

 

本プロジェクト目標そのものの中にプロジェクトの持続性確保が含まれているが、農民

の意識変革、それにもとづいた行動の変革には十分な時間が必要である。また、防災活動

の自立発展性を確保していくためには、コミュニティだけでは困難であり、市という地方

行政機関が住民を側面から支援していく体制が強化されなければならない。この部分が確

保されない限り、プロジェクト目標の完全な達成は困難である。従って、この課題を克服

するために、約 2 年間の延長を行い、コミュニティのリーダーの育成を継続し住民組織の

事業実施能力をより強固なものにすることで対象村落内部におけるプロジェクトの成果定

着を図るとともに、市を中心とする行政機関をプロジェクト活動に参画させ、プロジェク

ト終了後に現地 NGO に代わって村落を支援できるようになるための能力開発を図る。 

 

２．PDM の修正 

現行 PDM（別添資料２－１）を修正し、これを延長フェーズの PDM とする（別添資料２－

２参照）。その内容の決定は、合同調整委員会にて行う。提案する修正（案）の内容は以下

のとおり。 

 

（１）活動の追加 

アウトプット３に関連する活動項目として、プロジェクト活動を実施する現地 NGO や

SINAPRED が、ビジャヌエバ市役所の村落に対する適切な支援に必要な技術的、制度的能力

を強化することを付け加える。 

 

（２）アウトプットの追加 

プロジェクト目標レベルの対象 8村落から上位目標レベルの対象 15 村落に協力の効果が

波及することを促進するとともに、「妥当性」の評価の項で言及した点に関連し、ビジャ

ヌエバ市という地理的に極めて限られた範囲内にプロジェクトの効果発現を限定するので

はなく、ニカラグア国内で本プロジェクトの成果を一部なりとも共有することを促進する

ため、「近隣集落、近隣市町村においてコミュニティ防災の情報交換が行われる」をアウ

トプットとして新たに加える。これは「インパクト」と「妥当性」を高めることを目的と

するものである。さらに、プロジェクトで修得した知識や技術を 8 村落の住民が他の村落

住民に対して指導することにより、これまでに習得した知識や技術へのより深い理解・習
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得と定着が可能となることから、8村落の住民グループの自立的な事業実施能力強化が期待

され、「自立発展性」の向上と、目標達成度向上による「有効性」の向上にもつながると

考えられる。 

 

（３）上位目標の追加 

上記（２）のとおり、プロジェクトの成果をビジャヌエバ市の外にも波及させる新たな

アウトプットを追加したことに対応して、「ビジャヌエバ市でのコミュニティ防災プロジェ

クトの経験・成果が、ビジャヌエバ市以外の地方自治体（国内外）に広がる」を上位目標

として新たに追加する。 

 

（４）指標の再考 

各段階における目標達成度を測る指標の詳細について、市や SINAPRED 事務局の組織能力

強化を示す指標も含める方針とするが、今後、合同調整委員会にて議論、決定する。プロ

ジェクトの効果を測るためには、ASODEL が開発した脆弱性測定手法により評価された数値

を参考とすることが望ましい。 

 

３．プロジェクト実施体制の強化 
合同調整委員会の確実な開催および関連機関の連携、SINAPRED 内の実務レベルでのカウ

ンターパートの配置を確実にする。 

 

５－２ 教訓 

（１）コミュニティ防災のためには、市という地方行政機関によるコミュニティの支援が

不可欠であり重要である。 

（２）コミュニティでの防災活動を、自立発展的に住民が主体的に関心を持って実施する

ためには、直接的な防災技術のみでなく、生計向上や保健衛生の向上など、日常生

活を改善する活動とあわせて実施することが有効であった。 

（３）3年間程度の協力期間は、自立的に事業を実施していくだけの充分な力を住民グルー

プが養うには時間的にやや不十分であり、そのような内容のプロジェクトの場合に

は、もう少し長期間にわたり支援をおこなうことを検討することが必要である。 

（４）地域住民グループの効果的な組織強化のためには、学習能力や実践能力が高く、今

後の地域への貢献度も高い青年リーダーを育成することが有効である。 

 



別添資料１ 

主要面談者リスト 

 

 

SE-SINAPRED（国家防災委員会事務局） 
 Lic.Gerónimo J. Giusto Robelo、事務局長 
 Sandra Vargas Arana, Asistente Ejecutiva、事務局次長 
 Ing.Ligia E. Calderón Moreno、地域調整促進部、部長 
 Ana Izaguirre、企画部、部長 
 Tania Valeska、地域調整促進部、部長補佐 
 Juan Rodorigues、広報担当、SE-SINAPRED 

 

業務委託先実施団体 ASODEL 
 Pablo Medina、統括（ASODEL 代表） 
 Terma Uriarte、手法専門家 
 Narcisa Llanes Estrada、ファシリテーター（リスクマネジメント分野） 
 Sergio Pasio Palta Bonila、ファシリテーター（リスクマネジメント分野） 
 Julián Antonio Corrillo González、コーディネーター（農牧畜生産分野） 
 Maria José Diaz Reyes、コーディネーター（市開発委員会強化） 

 

ビジャヌエバ市 
 Mariano Aguilera Diaz、ビジャヌエバ市長 
 Juan Gómez、市議会議員 

 
市開発委員会委員 

 Mary Delia、市開発委員会委員（中学校教員） 
 
教育省 

 William Palacio、教育省（MECD-EDA）、識字教育・成人教育担当 
 Josefa Bitanco Acosta、教育省、識字教育・成人教育、方法論担当 

 
保健省 

 Mayaci Fensees、保健省 
 Dra. Alma Rosa Cadena Espinoza、保健省 
 Loira Cortez、保健省、女性と子どもへの総合看護 

 
JICA ニカラグア事務所 

 山田章彦、首席駐在員 
 Nacor’d Garcia、ナショナルスタッフ 

 

日本大使館 
 加賀美 充洋、特命全権大使、在ニカラグア大使館 
 淵上 隆、参事官、在ニカラグア大使館 
 大宮和仁 二等書記官 
 小西洋一 職員 



プロジェクト要旨 指標 指標入手先 外部要因

上位目標
ビジャヌエバ市内に位置する15の村落において、自然災害発生時の社会経済脆
弱度が軽減される。

・各対象村落において、自然災害による経済損失が25%減少する。
・各対象村落において、住民の生産等活動度が10%向上する。

１．市役所資料
２．経済分析資料
３．住民へのアンケート調査

１．ビジャヌエバ市政が安定している。
２．地方自治体開発委員会の活動が維持され、ビジャ
ヌエバ市開発計画に8村落の開発計画
（PlanIndicativo)の内容が反映される。
３．８村落の開発計画（Plan Indicativo)継続・発展
に十分な資金・技術が提供される。

プロジェクト目標
ビジャヌエバ市内に位置する８つの村落において、プロジェクトの支援を受け
たグループが自然災害に対する脆弱性削減のための住民参加型村落開発活動を
持続的に実施出来る様になる。

・各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより開発計画およ
び行動計画が2004年9月までに作成される。
・各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループの80％以上が、プロ
ジェクト終了時までに自然災害脆弱性削減・村落開発モデル・パイロット・プロジェク
トを継続的に実施する。

１．プロジェクトの記録（活動記
録、モニタリング・評価データ）
２．開発計画（Plan
indicativo）
３．受益者へのアンケート調査・
フィールド調査

2004年の統一地方自治体選挙および2005年の新市体制
への以降の前後において、プロジェクトの形成および
実施に対する地方自治体の支援方針・体制に大きな変
化がない。

期待される成果
1）8村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの居住区にお
ける自然災害脆弱性及び防災の必要性について認識を深める。
2）8村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に向けた開発
計画（Plan indicativo）が策定される。
3) 8村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、開発計画
（Plan indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村落開発の為のプロジェ
クトを、パイロットプロジェクトとして実施する。
       3-1) 住民の組織化が行われる/既存の住民組織が強化される
       3-2) 住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改善される
       3-3) 住民グループの衛生状況が改善される
       3-4) コミュニティの環境が改善される
       3-5) 住民の防災意識が向上する

・各対象村落において、住民の70%が住民参加型農村調査及び開発計画策定ワークショッ
プに参加する。
・各対象村落において、ワークショップ参加者の内、女性の比率が40％を下回らない。
・各対象村落において、農村調査ワークショップの参加者の70％が、ワークショップ後
のアンケート調査で、自らの居住区の自然災害脆弱性・防災の必要性を学んだと答え
る。
・８村落において、開発計画（Plan indicativo）が策定される。
・８村落において、提言された自然災害脆弱性削減・村落開発パイロット・プロジェク
トが実施される。
　

１．ワークショップの参加者リス
ト・ワークショップ記録
２．ワークショップ参加者へのア
ンケート調査
３．開発計画（Plan
indicativo）
４．パイロットプロジェクトのモ
ニタリング・評価報告書

１．プロジェクト期間中に、甚大な自然災害が発生し
ない。
２．農民の基幹作物の価格が暴落しない。
３．農民の・ 出稼ぎ、季節労働、日雇い労働による収
入が激減しない。

［Actividades］
1.住民参加型ワークショップの実施
     1-1 各村（８村）に対する８回ずつの住民参加型農村調査ワークショッ
ププログラムの策定
     1-2 各村（８村）に対する８回ずつの、住民参加型農村調査ワーク
ショップの開催
     1-3 ワークショップによる調査結果の集計および分析
     1-4 各村（８村）における自然災害発生時の社会経済脆弱度に関する報
告書の作成

2. パイロットプロジェクトの計画策定
      2-1 各村（８村）における自然災害発生時の社会経済脆弱度軽減にむけ
た村落開発計画（Plan indicativo）策定のためのワークショップの実施
      2-2 各村（８村）に対する開発計画（Plan indicativo）の策定
　　　2-3　自治体など地方開発および防災に関する機関に対する、8村で策定
した開発計画（Plan indicativo）の発表、配布
3. パイロットプロジェクト(案）の実施
      3-1 住民組織化・住民組織強化
      3-1-1 リーダー育成/強化研修
      3-1-2 役員会組織/強化研修
      3-2 防災訓練
      3-3 救急医療訓練
　    3-4 経済活動の強化、改善（養豚等）
    　3-5 衛生状況改善（簡易便所の設置、井戸掘り等）
      3-6 環境改善（植林等）

１．コミュニティ住民の持続的な安定居住が確保され
る。
２．同地域で実施されている他プロジェクトとの競合
等の問題が生じない。

前提条件

１．実施NGO(ASODEL) の組織安定
２．自然災害発生および災害規模を判定するために必
要な情報がINETERなど防災関連機関より十分に提供さ
れる
３．実施およびモニタリングに必要な機材供与、専門
家派遣、資金提供に大幅な遅延がない。

   プロジェクト実施期間 : 2003年12月〜2006年11月

投入
(日本側)
実施NGO (ASODEL)との契約
  - 実施総責任者 X 36 人月
  - 監督および技術支援 X ９ 人月
  - ワークショップファシリテーター３名 X ９カ月= 2７ 人月
  - パイロットプロジェクトプロモーター３名 X 27カ月 = 81 人月
  - 村落調査ワークショップ開催諸費用　64回分
  - コミュニティへの移動手段 (車両、燃料、運転手)
  - パイロットプロジェクト実施諸経費
短期専門家派遣
  - 必要に応じて（年１〜２名）

(ニカラグア側)
プロジェクト実施に必要な情報提供 (各種地図情報、統計情報および過去の調査・研究報告書など)
プロジェクトモニタリング、管理、他ドナーによるプロジェクトおよび実施調整などの提供

PDM
   プロジェクトタイトル : ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減およびコミュニティ農村開発支援プロジェクト
   ターゲットグループ : ビジャヌエバ市内８行政村落の住民

　プロジェクトエリア：　ビジャヌエバ市内８行政村落
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プロジェクト・デザイン・マトリックス : PDM２ 
 
 
プロジェクト名：ニカラグア国ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減及びコミュニティ農村開発支援プロジェクト 
プロジェクトエリア：ビジャヌエバ市内 8行政村落（先行集落）、新規対象 4集落（先行集落近隣 2集落及び近隣市町村の類似 2集落） 
ターゲット・グループ：ビジャヌエバ市内 8行政村落（先行集落）、新規対象 4集落（先行集落近隣 2集落及び近隣市町村の類似 2集落）の住民および市防災関連職員、SINAPREDのコミュニティ防災関連職員 

期間 : 2003年 12月 ～ 2009年 3月 
作成日：2006年 10月 13日 

プロジェクト要旨 指標指標 入手先 外部要因 

上位目標： 
１． ビジャヌエバ市内に位置する 15 の村落において、自然災害発生時

の社会経済脆弱度が軽減される。 
 
２． ビジャヌエバ市でのコミュニティ防災プロジェクトの経験・成果

が、ビジャヌエバ市以外の地方自治体（国内外）に広がる。 

 
1. 各対象村落において、自然災害脆弱性が、物理的、経済的、社会的、環境的のそれぞ
れにおいてプロジェクト開始当初より軽減する。 

 
2-1プロジェクト対象外の集落・市がプロジェクトによるコミュニティ防災のコンポーネ
ントを導入する。 

2-2中米他諸国により、当該国内に、ビジャヌエバでの実践が紹介される。 

（指標入手先：市役所
資料、経済分析資料、
住民へのアンケート調
査） 
 

1. ビジャヌエバ市政が安定し
ている。 

2. 地方自治体開発委員会の活
動が維持され、ビジャヌエバ
市開発計画に 8 村落の開発
計画（Plan Indicativo）の内
容が反映される。 

3. 8 村落の開発計画（Plan 
Indicativo）の継続･発展に十
分な資金・技術が提供され
る。 

プロジェクト目標： 
ビジャヌエバ市内に位置する８つの村落において、プロジェクトの支援
を受けたグループが、自然災害に対する脆弱性削減のための住民参加型
村落開発活動を持続的に実施できるようになる 

1. 各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより、開発計画
および行動計画が作成され、プロジェクト終了時までに市により正式に認められた
ものとなる。 

2. 各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループの８０％以上が、
プロジェクト終了時までに自然災害脆弱性削減・村落開発モデル・パイロット・プ
ロジェクトを継続的に実施する。 

3. ビジャヌエバ市のコミュニティ防災の対処能力が高まったとプロジェクト実施機関
により評価される。 

 

（指標入手先：プロジ
ェクトの記録、開発計
画 Plan Indicativo）、
アンケート調査、フィ
ールド調査） 
 

2004 年の統一地方自治体選挙お
よび 2005 年の新体制への移行の
前後において、プロジェクトの形
成および実施に対する地方自治体
の支援方針･体制に大きな変化が
ない。 

アウトプット： 
1) 8村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの居

住区における自然災害脆弱性及び防災の必要性について認識を深
める。 

2) ８村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に
向けた開発計画（Plan Indicativo）が策定される。 

3) ８村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、
開発計画（Plan Indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村落
開発のためのプロジェクトを、パイロットプロジェクトとして実
施する。 
3-1) 住民の組織化が行われる/既存の住民組織が強化される。 
3-2) 住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改善される。
3-3) 住民グループの衛生状況が改善される。 
3-4) コミュニティの環境が改善される。 
3-5) 住民の防災意識が向上する。 

 
4) 近隣集落・近隣市町村においてコミュニティ防災の情報交換が行

なわれる。 

1-1 各対象村落において、住民の 70％が住民参加型農村調査開発計画ワークショップに
参加する。 

1-2 各対象村落において、ワークショップの参加者のうち、女性の比率が４０％を下回ら
ない。 

1-3 各対象村落において、農村調査ワークショップの参加者の 70％が、ワークショップ
後のアンケート調査で、自らの居住区の自然災害脆弱性・防災の必要性を学んだと答
える。 

 
2-1 8村落において、開発計画（Plan Indicativo）が策定される。 
 
3  8村落において、提言された自然災害脆弱性削減・村落開発パイロットプロジェクト
が継続的に実施される。 

3-1 住民の組織化が行なわれ/既存の住民組織が強化されたことを示す何らかの事例が現
れる。 

3-2住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改善されたことを示す何らかの事例
が現れる。 

3-3住民グループの衛生状況が改善されたことを示す何らかの事例が現れる。 
3-4コミュニティの環境が改善されたことを示す何らかの事例が現れる。 
3-5住民の防災意識が向上したことを示す何らかの事例が現れる。 
 
4-1対象村落住民への意識調査において、対象村落住民の 50％以上が交流に対する市の支
援があると回答する。 

（指標入手先：ワーク
ショップ参加者リス
ト、ワークショップ記
録、開発計画（Plan 
Indicativo）、パイロッ
トプロジェクトのモニ
タリング） 

外部条件について： 
1. プロジェクト期間中に、甚大

な自然災害が発生しない。 
2. 農民の基幹作物の価格が暴

落しない. 
3. 農民の出稼ぎ、季節、日雇い

労働による収入が激減しな
い。 
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［活動］ 
1. 住民参加型ワークショップの実施 
     1-1 各村（８村）に対する８回の住民参加型農村調査ワークショッ

プの計画作成 
     1-2 各村（８村）に対する８回の、住民参加型農村調査ワークショ

ップの開催 
     1-3 ワークショップによる調査結果の集計および分析 
     1-4 各村（８村）における自然災害発生時の社会経済脆弱度に関す

る報告書の作成 
2. パイロットプロジェクトの計画策定 
     2-1 各村（８村）における自然災害発生時の社会経済脆弱度軽減に

むけた村落開発計画（Plan indicativo）策定のためのワークシ
ョップの実施 

     2-2 各村（８村）に対する開発計画（Plan indicativo）の策定 
  2-3 自治体など地方開発および防災に関する機関に対する、8村で

策定した開発計画（Plan indicativo）の発表、配布 
3. パイロットプロジェクト(案）の実施 
     3-1 住民組織化・住民組織強化                 
     3-1-1 リーダー育成/強化研修                  
     3-1-2 役員会組織/強化研修                   
     3-2 防災訓練 
     3-3 救急医療訓練 

3-4 経済活動の強化、改善（養豚等） 
3-5 衛生状況改善（簡易便所の設置、井戸掘り等） 
3-6 環境改善（植林等） 

     3-7 実施団体や SE-SINAPREDが、市役所の技術的及び制度的能
力を強化する。 

 
4. 波及効果拡大のための交流 
     4-1 新規村落が先行優良村落へ訪問交流する。 
     4-2 ビジャヌエバ市が村落間の交流を調整、側面支援する。 
     4-3 SE-SINAPRED が、コミュニティ防災に関するビジャヌエバ

市の経験を普及させ、交流活動を調整・促進する。 
     4-4 プロジェクトのインパクトを計測するための脆弱性調査活動

を行う。 

投入： 
（日本側） 
実施 NGO(ASODEL)との契約 

- 実施総責任者 × 36 人月 
- 監督および技術支援 × 9 人月 
- ワークショップファシリテーター3 名 × 9ヶ月 ＝ 27 人月 
- パイロットプロジェクトプロモーター3名 × 27ヶ月 ＝ 81 人月 
- 村落調査ワークショップ開催諸費用 64回分 
- コミュニティへの移動手段（車両、燃料、運転手） 
- パイロットプロジェクト実施諸費用 

短期専門家派遣（年 1‐2 名） 
- 必要に応じて 
- ローカルコンサルタント（防災、環境技術）【実施団体と別途】 

 
 
（ニカラグア側） 
プロジェクト実施に必要な情報提供（各種地図情報、統計情報および過去の調査･研究報告書等） 
プロジェクトモニタリング、管理、他ドナーによるプロジェクトおよび実施調整などの提供 
 
 

外部条件： 
1. コミュニティ住民の持続的

な安定居住が確保される。 
2. 同地域で実施されている他

のプロジェクトとの競合等
の問題が生じない。 

 
前提条件： 
1. 実施 NGO(ASODEL)の組織

安定。 
2. 自然災害発生および災害規

模を判定するために必要な
情報が
INETER,SINAPREDなど
防災関連機関より十分に提
供される。 

3. 本プロジェクトの開始が
2003年 10月 1日より遅延し
ない。 

4. 実施およびモニタリングに
必要な機材供与、専門家派
遣、資金提供に大幅な遅延が
ない。 

 
 

 
 



【凡例】C/P＝カウンターパート

評価項目 調査項目 必要な情報・データ 情報源・情報収集方法

上位目標の達成度（見込み）

（終了時評価時点では、「上位目標」がプロ
ジェクト終了3～7年後に達成されるべく、プ
ロジェクトが計画・実施されているかを確認
する。）

　「ビジャヌエバ市内に位置する15の村落に
おいて、自然災害発生時の社会経済脆弱度
が軽減される」（見込み）かどうか。

1) 各対象村落における、自然災害による経済損失の変化を示すデータ（経済損失が25％減少すること、と上位目標の指標では表さ
れているが、少なくとも減少傾向にあることを示すデータ）
2) 各対象村落における、生産等活動度の変化率を示すデータ（この率が10％上昇すること、と上位目標の指標では表されている
が、少なくとも増加傾向にあることを示すデータ）

市によるデータ、このような定量的なデータなどが
存在しなければ、住民、支援機関の職員などとし
て関わってきた組織の関係者などへのインタビュ
-、アンケート

1) 各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより、開発計画および行動計画が2004年9月までに策定された
かどうか、その現物を確認。
2) 上記が策定されていない場合、その完成に向けた策定のステージ。
3) 完成・未完成にかかわらず、策定過程のプロセス。特に遅延の場合はその背景、要因。
4) 各対象村落において、自然災害脆弱性削減・村落開発モデル・パイロット・プロジェクトを継続的に実施している住民グループはい
くつあり、プロジェクトから支援を受けている住民グループ全体に占める割合は80％以上となっているかどうか。

プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

指標で設定された上記数値以外にも、プロジェクト目標が達成されたことを示す（根拠となる）サポーティングデータ（あれば）。

アウトプットの達成度

アウトプット1
「8村落において、住民参加型ワークショップ
の参加者が、自らの居住区における自然災

害脆弱性及び防災の必要性について認識を
高め」たかどうか。

1-1) 各対象村落における、住民の住民参加型農村調査農村開発計画ワークショップへの参加率（70％を超えているか？）
1-2) 各対象村落におけるワークショップの参加者の女性比率（40％を下回っていないか？）
1-3) 各対象村落における農村調査ワークショップの参加者のワークショップ後のアンケート調査で、自らの居住区の自然災害脆弱
性・防災の必要を学んだと答えた参加者の割合（肯定的回答者が70％以上か？）

プロジェクト記録、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

アウトプット2
「8村落において、住民参加型ワークショップ

により脆弱性軽減に向けた開発計画（Plan
Indicativo）が策定され」たかどうか。

2-1) 実際に策定された開発計画そのもの。もし、未完成である場合は、その完成に向けた策定のステージ。
2-2) 上記策定のプロセス。

プロジェクト記録、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

アウトプット3
「8村落において、本プロジェクトの支援を受

けた住民グループが、開発計画（Plan
Indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村
落開発のためのプロジェクトを、パイロットプ

ロジェクトとして実施し」たかどうか。

PDM上への指標として（以下について少なくとも定量的・定性的データのどちらか）；
　3-1) 住民組織（既存の）が強化されたことを示す何らかのデータ（構成員増大、資金力増大、問題解決に向けた団結を示すエピ
ソードなど）
  3-2) 住民グループの経済活動が強化されたことを示す何らかのデータ（活動種類の増大、活動量の増大、収益の増大など）
　3-3) 住民（特にグループに参加している）の衛生状況が改善されたことを示す何らかのデータ
　3-4) コミュニティの環境が改善されたことを示す何らかのデータ
　3-5) 住民の防災意識が向上したことを示す何らかのデータ

プロジェクト記録、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

投入の実績

ニカラグア側 ＊プロジェクトに必要な人員 プロジェクト資料

＊プロジェクト実施に必要な経費と施設 プロジェクト資料

日本側 ＊日本人専門家（短期）・現地NGO（ASODEL)・第三国専門家（いれば） プロジェクト資料

＊研修員受入（＝日本でのカウンターパート研修） プロジェクト資料

＊供与資機材 プロジェクト資料

活動の進捗状況 プロジェクト進捗状況、計画と乖離した（もし、あれば）理由、モニタリング状況 プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

実施上の課題とこれまでの取り組み プロジェクトの運営実施上の課題、これまでの取り組み プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民インタビュー

実施体制と関係部署との連携状況 実施体制図 プロジェクト資料

連携状況 C/Pと専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民へのインタビュー

C/P、日本人専門家の業務遂行状況 数・配置時期・能力（経験）の適切性 プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)

コミュニケーション能力 C/P・専門家・現地NGO（ASODEL)

C/Pの積極性 C/P・専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民へのインタビュー

相手国実施機関の主体性 SINAPRED、ビジャヌエバ市、ASODEL、対象地域住民のプロジェクトに対するオーナーシップ C/P・専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民へのインタビュー

プロジェクト実績

プロジェクト目標達成度
 「ビジャヌエバ市内に位置する8つの村落に
おいて、プロジェクトの支援を受けたグルー
プが自然災害に対する脆弱性削減の為の
住民参加型村落開発活動を持続的に実施
できるようにな」ったかどうか。

実施プロセス

評価グリッド： ニカラグア国ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減およびコミュニティ農村開発プロジェクト終了時評価調査
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評価項目 調査項目 必要な情報・データ 情報源・情報収集方法

1. 妥当性
防災分野における政策・戦略との適合性 プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO

（ASODEL)・住民へのインタビュー

プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

日本の国別援助計画 国別援助計画資料、プロジェクト資料

ターゲットグループ（対象８村落の住民）設定の適切性を示す情報 プロジェクト資料、専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民・C/Pへのインタビュー

提供された研修・訓練の内容とターゲットグループのニーズの整合性を示す情報 プロジェクト資料、専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民・C/Pへのインタビュー

2. 有効性 （目標達成度）
2.1 プロジェクト目標の達成度合い 「プロジェクト実績」に既述

プロジェクトの目標は達成さ
れたか、あるいは間もなく達
成される見込みか。

2.2 阻害・促進要因、成果・外部条件との因
果関係

阻害・促進要因の確認 プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

3.  効率性
C/Pの配置、供与施設、プロジェクト運営費の適正度 プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO

（ASODEL)・住民へのインタビュー

C/Pの業務管理体制 専門家・現地NGO（ASODEL)・住民へのインタ
ビュー

専門家・現地NGO（ASODEL)派遣、研修員受入、供与機材の適正度 プロジェクト資料、C/P・専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

3.2 「アウトプット」の達成度 「プロジェクト実績」に既述

合同調整委員会の実施状況、実施されなかった場合は、その背景。 プロジェクト資料、専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民・C/Pへのインタビュー

日本側の支援体制の状況 専門家・現地NGO（ASODEL)・住民へのインタ
ビュー

4.  インパクト
4.1 上位目標の達成の見込み PDM上に示された指標に関しては「プロジェクト実績」に既述

5.  自立発展性

5.2 財政的自立発展性 カウンターパート機関の予算の確保（人材を確保するための予算含む）、財政支援の継続性を確認できる情報など。 C/Pと専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民へのインタビュー

ニカラグア側人材（住民のリーダー、リーダーを育成するトレーナーなど）への技術移転度を示す情報 プロジェクト資料、住民やC/Pと専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

養成されたニカラグア人リーダーの地域への定着度及びリーダーを育成するトレーナーの実施NGOへの定着度 プロジェクト資料、住民やC/Pと専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

ニカラグア人材の増員養成計画・手法の行政への取り込みなど示す情報 プロジェクト資料、住民やC/Pと専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

機材維持管理能力 プロジェクト資料、住民やC/Pと専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

5.4 自立発展性の阻害・促進要因 本プロジェクトで実施された活動や手法が、継続実施されるために必要な条件など プロジェクト資料、住民やC/Pと専門家・現地NGO
（ASODEL)・住民へのインタビュー

プロジェクトの継続実施体制（住民グループそのもの、それを支援する地方行政【ビジャヌエバ市】、それを支援するSINAPRED等） 関係機関へのインタビュー、C/Pと専門家・現地
NGO（ASODEL)・住民へのインタビュー、連携可
能性のあるNGOなど

プラスの波及効果の事例（ここには、ニカラグア国内に限らず、中米6カ国内に及ぼした影響についても確認する）

マイナスの波及効果の有無確認

C/P・専門家・現地NGO（ASODEL)・
住民へのインタビュー

プロジェクトは効率的に実施
されているか。

3.3 プロジェクトの支援体制

3.1 「投入」の適正度

ＪＩＣＡの協力終了時後、その
効果は持続するか。

5.3 技術的自立発展性

4.2 上位目標以外のプラスの影響

4.3 マイナスのインパクト

5.1 組織的自立発展性

1.3 ターゲットグループのニーズ
プロジェクト実施の正当性、
必要性はあるか。

1.1 ニカラグアの防災分野における本プロ
ジェクトの必要性

1.2 日本の開発援助政策との適合性
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本邦派遣専門家、カウンターパート、本邦研修参加者リスト 

 

本邦派遣専門家： 

１．重富恵子 2004年（平成 16年）8月 7日～9月 4日（指導科目：住民参加型指導手法） 

２．田中元 2006年（平成 18年）2月 19日～3月 20日（指導科目：コミュニティ防災） 

 

カウンターパート： 

Lic.Gerónimo J. Giusto Robelo、国家防災委員会事務局長 

実施上のカウンターパートを以下に示す。（実施業務委託機関である NGO） 

 Pablo Medina、統括（ASODEL代表） 
 Terma Uriarte、手法専門家 
 Narcisa Llanes Estrada、ファシリテーター（リスクマネジメント分野） 
 Sergio Mario Malta Bonilla、ファシリテーター（リスクマネジメント分野） 
 Julián Antonio Carrillo González、コーディネーター（農牧畜生産分野） 
 Maria José Diaz Reyes、コーディネーター（市開発委員会強化） 

 
 
本邦研修参加者： 
 

 Lic.Gerónimo J. Giusto Robelo、国家防災委員会事務局長 SE-SINAPRED 
 Ana Izaguirre、Directora de Planificasión （企画部、部長）【日本での研修参加、当時 INTER】 
 今後予定者として：Ing.Ligia E. Calderón Moreno, Directora, Promoción y Coordinación Territorial（地域調
整促進部、部長） 
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団長所感 

 

                       終了時評価調査団長 榎下 信徹 

 

先方政府及びプロジェクト実施機関との一連の協議及び現地調査を踏まえ、合同評価レポ

ート及び M/M への署名を了することができ、本事前調査団の所期の目的を概ね達成すること

ができたと考える。 

本格調査を実施するにあたり、所感及び留意すべきと考える点は以下のとおり。 

 

1. 終了時評価について 

(1) 本プロジェクトは当初、開発福祉支援のスキームでデザインされ、技プロとして再構成され

た後も、NGO（ASODEL）をカウンターパートとしてプロジェクトが開始された経緯がある。そ

のような背景もあり、防災は経済、衛生、環境などと並んで、村落開発計画の一セクターを

構成している。終了時評価の結果、パイロットプロジェクトとして対象としたビジャヌエバ市の

８村落は、ASODEL の指導により、自然災害脆弱性軽減と防災の必要性への認識が高まる

とともに、組織化が図られ、防災活動の一定の成果が確認された（対象一村落を訪問）。そ

の過程に於いては、対象村民の 6 割弱の参加の下に、頻度の高いワークショップの開催、

それによる村落開発計画（Plan Indicativo）の周到な作成があった。 

ASODEL による本プロジェクトの終了時評価のプレゼンテーションは、脆弱性の分析など、

定量的及び定性的に説得力のあるデータを基になされ、ASODELの能力の高さを証するこ

ととなった。合同評価は PDM 上の指標を概ねクリアしており、住民参加の自己完結型コミュ

ニティプロジェクトとしては、成功モデルと見做される結果となっている。 

(2) しかしながら、村民へのヒアリングなどの結果から、サステナビリティについては、各コミュニ

ティ共通に不安を抱えており、今後も支援の継続を訴えている。この事実は、地方自治体

や国の関与にまで至らないコミュニティレベルの活動の限界を物語っており、況や他地域

への普及も難しい。さらに、「災害軽減」から自治体による「地域防災計画」策定の必要性、

それに準拠した「災害リスク軽減」への展開の重要性が暗示されているように見受けられ

た。 

(3) 以上の事実から、協力期間の延長は検討に値すると判断された。 

 

2. 中米広域防災プロジェクトとの関連について 

上記のとおり、村落開発計画の防災としては、一定の成果が確認されたが、有効性やサステ

ナビリティの点では、必ずしも十分でない結果となったので、その観点での協力の継続は、有

意義と判断される。延長した場合、現在構想中の「中米広域防災プロジェクト」においても、地

域コミュニティ防災の能力強化が意図されているので、｢ニ｣国における広域プロジェクトの協力

対象サイトとして、現在のパイロットサイトは有力な候補となりえよう。その際、地方自治体（ビジ

ャヌエバ市）の防災に対する行政能力の向上を図り、同市とコミュニティの連携強化を構想した

プロジェクトデザインが進められていれば、広域案件への先行事例としての評価も高まろう。ま

た、今次の ASODEL が行った終了時評価のプレゼンテーションには、中米各国の代表が注視

するに値するファクトが多く含まれており、彼らへの事例紹介も大変意義があろうと思われた。 

 

 

以上 
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（終了時評価ミニッツ本文抄訳） 

ニカラグア国 

「ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減およびコミュニティ農村開発プロジェクト」にかかる 

日本の技術協力に関する 

日本側終了時評価調査団とニカラグア国関係機関との協議議事録 

 
  

 
 独立行政法人国際協力機構（以下「JICA」という）が組織した榎下 信徹を団長とする終了
時評価調査団（以下「調査団」という）は、ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減およびコミュ

ニティ農村開発プロジェクト（以下「プロジェクト」という）の進捗を確認・評価し、残る協

力期間の協力方針について意見を交わす目的で、2006年 9月 24日から 10月 16日までニカ
ラグア共和国（以下「ニカラグア」という）において調査を行った。 
 
 調査期間中、調査団は、上記プロジェクトの有効な実施のために両国関係者がとるべき必要

な措置についてニカラグア国側関係者（以下「ニカラグア関係者」という）と意見を交換し、

一連の協議を行った。 
協議の結果、調査団とニカラグア関係者は、付属文書に記載する諸事項について合意した。 

  
 

マナグア, 2006年 10月 13日 
 

 
榎下 信徹 

終了時評価調査団 団長 

国際協力機構（JICA） 

日本国 

 Sr. Geronimo Giusto 

ニカラグア国家防災委員会事務局長 

ニカラグア共和国 

   

 

Sra. Miriam Fonseca Tablada 

アジア･アフリカ･オセアニア局長 

外務省 

ニカラグア共和国 

 

 Sr. Mariano Aguilera Diaz 

ビジャヌエバ市長 

ニカラグア共和国 

(立会人) 
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附属文書 

１．プロジェクトの評価結果 

終了時評価の結果、設定されたアウトプットは達成されているが、自立発展性、地域的広がりという観点

からのインパクトが、現段階では確保されておらず、プロジェクト目標は十分には達成されていない。 

  

２．期間の延長 

上記の評価結果から、プロジェクト目標を完全に達成し、自立発展性の確保、特に地域的な広がりでの

インパクトを大きくするために、実施期間を約 2 年間延長し実施する。 

 

３．PDM の修正 

現行 PDM を修正し、新たに PDM2（別紙として案を添付）を延長フェーズの PDM とする。その内容の決

定は、合同調整委員会で行なわれる。 

(1) アウトプットの追加 

コミュニティ防災の有効事例の拡大が推進されるように、「近隣集落、近隣市町村においてコミュニ

ティ防災の情報交換が行なわれる」を現行の 3 つのアウトプットに加え、アウトプット 4 として追加す

る。 

(2) 活動の追加 

上記アウトプットの追加に伴い、波及効果拡大のための活動を追加する。コミュニティや市町村の

交流活動、それらを支援する市町村やニカラグア国家防災委員会（SINAPRED）事務局による活

動、インパクトを計測する調査活動を含む具体的な活動の詳細については、今後、合同調整委員

会にて議論し、決定する。 

(3) 上位目標の追加 

現在の上位目標に加え、「ビジャヌエバ市でのコミュニティ防災プロジェクトの経験・成果が、ビジャ

ヌエバ市以外の地方自治体（国内外）に広がる」を上位目標 2 として追加する。 

(4) 指標の再考 

各段階における目標達成度を測る指標の詳細については、市や SINAPRED 事務局の組織能力

強化を示す指標も含めることとするが、今後、合同調整委員会にて議論、決定する。プロジェクト

の効果を計るためには、脆弱性評価については、現地で活動する NGO の ASODEL が開発した

脆弱性測定手法を用いてプロジェクト開始時と終了時を比較することが望ましい。 

 

４．終了時評価について 

上記 2 年間のプロジェクト延長した場合、終了の半年前に再度終了時評価を行う。 

 

５．合同調整委員会について 

合同調整委員会の確実な開催および関連機関の円滑な連携を行う。また、合同調整委員として新たに

ビジャネエバ市長を加え、副議長を務める。なお、第 1 回目の合同調整委員会で SINAPRED 事務局やビ

ジャヌエバ市など各関連機関の実務レベルでのカウンターパートを指名する。 

 

６．中米広域防災プロジェクト及び研修事業について 

コミュニティ防災の促進を目的として現在、計画が進められている中米広域防災案件や日本などで実施

されている防災研修（中米防災フェーズ２）との連携を模索する。特に、以下の点について考慮する。 

（１） 両者の間で、コミュニティ防災にかかる情報・知見などを共有すること。 

（２） 中米広域プロジェクトで合意される活動内容（プロジェクトの専門家による指導・助言など）は、本プロジ

ェクトに対しても有効であると思われるので、その専門家などの知見経験を活用すること。 

（３） 「ニ」国内だけでなく、域内にいる帰国研修員や研修候補生と情報共有・連携をはかり、行政とコミュニ

ティが協働して、プロジェクトを進められるように努力すること。なお、本プロジェクトに深く関連している、

SINAPRED 事務局や市町村の関係者を優先的に研修事業の対象者とすること。 

以上 
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ニカラグア国ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減 

およびコミュニティ農村開発プロジェクト 

終了時評価調査 

合同評価報告書 

 

 

 

 

 

 

 
マナグア, 2006年 10月 13日 

 
 
 
 
 
                                                                                 
榎下 信徹  リヒア・カルデロン・モレノ 
終了時評価調査団 団長  ニカラグア国終了時評価調査団長 
日本国  ニカラグア共和国 
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1. 終了時評価調査の概要 

 

1-1 調査団派遣の経緯と目的 

1-1-1 プロジェクトの背景 

ニカラグア国チナンデガ県北部に位置するビジャヌエバ市は、人口 26,031 人
（ASODEL、1999 年）、53 コミュニティが存在し、人口の 85％が農村部に住む貧困地
域である。1998 年、中米地域に甚大な被害をもたらしたハリケーン・ミッチにより、
当該地域においては、600 棟の住宅が全・半壊し、加えて 3,600棟にも大きな被害が発
生した。1999年 11月に実施された、「ハリケーン・ミッチ復興プロジェクト形成調査」
では、同地域はハリケーンの到来にかかわらず、雨期には洪水や土砂崩れの災害が多発

しており、これらの災害は、人命に損失を与えるだけでなく、農業・家畜などの生産分

野や社会インフラ分野においても被害を及ぼしていることが確認された。そして、これ

ら自然災害に対する社会基盤の脆弱性は、地域及び国家の社会経済開発への取り組みを

阻害する要因の一つとなっていることが明らかになった。また、当該地域の自然災害に

対する脆弱性の高い原因（ROOT CAUSES）として、(1)生産セクター（社会インフラ）
の脆弱性、(2)森林伐採等による自然環境破壊、(3)貧困に起因する住民の防災意識の低
さ、(4)衛生環境の劣悪さ等が指摘されている。このように、度重なる自然災害により、
地域住民による生産能力は低下し、生産力の低下が更なる貧困につながり、貧困がさら

なる自然環境問題を引き起こす、故に災害脆弱性が高まる、という悪循環が恒常化して

いる。それゆえ、「ニ」国では、ハリケーン・ミッチによる被災以降、平常時の防災の

観点も導入した常設の機関の必要性が急速に高まり、2000 年に国家防災委員会事務局
（Secretaría del Sistama Nacional de Prevención y Mitigación de Desastre:SINAPRED）が設立
された。 

JICA はプロジェクト形成調査と「ニ」国の要請に基づき、地域コミュニティの防災
に対する意識改革を住民参加型アプローチをもって取り組むことが必要であると認識

し、また意識改革にあわせて、組織強化、生活水準の改善、環境保全等にも取り組み、

自然災害に対する社会基盤の脆弱性軽減を目的とした、総合的且つ持続的な地域コミュ

ニティ開発に取り組むことが必要であると判断した。 
以上により、JICA は、「ニ」国の防災機関である SINAPRED と各対象村落の協力の

下、短期専門家、第三国専門家およびローカルコンサルタント（NGO）による活動を
もって、2004 年～2007 年にかけてプロジェクトに取り組んでいる。尚、我が国は中米
地域において、中米防災センター（CEPREDENAC）を中心とした広域防災協力を実施
しようとしている。同センターにより、中米域内貧困地域に対する防災意識向上にかか

る取り組みが計画されているところ、本プロジェクトによる経験蓄積及びニカラグア政

府へ移転された技術は、取り組みの好例として域内に普及、知見の適用・応用の実現が
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期待されている。 
 

1-1-2 調査団派遣の目的 
終了時評価調査は、以下の点を目的として実施された。 
１） プロジェクトの実績と実施プロセスを総合的に確認する。 
２） 評価 5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に沿ってプ

ロジェクトの実績を分析する。 
３） プロジェクトの実施経験から、終了時までの対応方針等について提言を行なう

とともに、類似の技術協力案件への教訓を抽出する。 
 

1-2 調査団の構成と調査期間 

1-2-1 調査団員構成 
日本側評価団 

(1) 榎下 信徹（総括／団長） 
独立行政法人 国際協力機構 専門技術嘱託 

(2) 大井 英臣（広域防災協力） 
独立行政法人 国際協力機構 地球環境部課題アドバイザー 

(3) 藤原 真吾（協力企画） 
独立行政法人 国際協力機構 地球環境部第三グループ（水資源・防災） 
防災チーム 職員 

(4) 古谷 典子（評価分析） 
グローバル・リンク・マネージメント株式会社 研究員 

(5) 前山 真吾（通訳） 
財団法人 国際協力センター 

 

ニカラグア側評価団 
(1) Ing.Ligia E. Calderón Moreno 

地域調整促進部、部長、国家防災委員会 
(2) Mr. Mariano Aguilera Diaz 

ビジャヌエバ市長 
(3) Lic.Pablo Medina Cardoza 

ASODEL（業務委託実施機関）代表 
 

1-2-2 調査期間および日程 
2006年 9月 24日～10月 16日 
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なお、日程については、附属資料 1を参照のこと。 
 

1-3 プロジェクトの概要 

M/Mに示されるプロジェクトの目標、アウトプットは、以下のとおりである。 
 

上位目標：  ビジャヌエバ市内に位置する 15の村落において、自然災害発
生時の社会経済脆弱度が軽減される。 

 

プロジェクト目標：ビジャヌエバ市内に位置する 8 つの村落において、プロジェ
クトの支援を受けたグループが自然災害に対する脆弱性軽減

のための住民参加型村落開発活動を持続的に実施できるよう

になる。 
 

アウトプット： (1) 8村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、 
自らの居住区における自然災害脆弱度及び防災の必要性 
について認識を深める。 

(2) 8村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性
軽減に向けた村落開発計画（Plan indicativo）が策定され
る。 

(3) 8村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グル
ープが、村落開発（Plan indicativo）の中で提言された脆
弱性軽減・村落開発の為のプロジェクトを、パイロット・

プロジェクトとして実施する。 
3-1）住民の組織化が行なわれる。 
3-2）住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改 

善される。 
3-3）住民グループ衛生状況が改善される。 
3-4）コミュニティの環境が改善される。 
3-5）住民の防災意識が向上する。 

 

2. 終了時評価の方法 

 
日本側調査団とニカラグア側調査団で構成される合同評価調査団を結成し、合同評価

を実施した。合同評価団は、PDM に基づいて、アウトプットおよびプロジェクト目標

の達成度をまず確認した上で、評価 5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自
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立発展性）の観点から分析した。続いて、導き出された結論に従い提言を策定し、実施

から得られた教訓を導出した。 
 

2-1 終了時評価の手順 

2-1-1 評価の観点と評価の手法 
本調査では、評価の枠組みとしてプロジェクト･サイクル･マネージメント(PCM)の評
価手法を取り入れた。PCMを用いた評価は、（１）プロジェクト･デザイン･マトリック
ス(PDM。プロジェクトの諸要素を論理的に配置したプロジェクトの概要表)に基づいた
評価のデザイン、（２）プロジェクトの実績を中心とした必要情報の収集、（３）｢妥当

性｣、「有効性」、「効率性」、「インパクト」、「自立発展性」という 5 つの評価の観点(評
価 5 項目)からの収集データの分析、（４）分析結果からの提言･教訓の導出及び報告、
という流れからなっている。今回の評価調査でもこの流れを踏まえ調査を行った。 
 

まず、ミニッツ（2003 年 12 月 15 日付け、プロジェクト内容の概略を定めたもの）、
PDM、活動計画書（P/O）、事業事前評価表、運営指導調査報告書、終了時評価調査に
係る事前資料、その他プロジェクトの関係文書、報告書等に基づき、終了時評価の実施

手順と調査項目案を策定した。評価用 PDMは作成せず、現行の PDMを用いた。 
 

主な調査項目は評価グリッド（附属資料２）を参照のこと。 

 
2-1-2 データ収集方法 
上述の評価デザインに沿って、PDM 記載事項の実績データを中心に、以下の情報源

およびデータ収集手法を用いて情報を収集した。 
１） M/M、PDM 、P/O等のプロジェクト計画文書 
２） 運営指導調査団報告書 
３） 終了時評価調査に係るプロジェクト関連資料（ASODELによる報告書など） 
４） 日本人専門家およびカウンターパート、実施者 ASODEL、関連機関、住民から

の聞き取り及び質問票への回答 
５） 日本側及びニカラグア側の投入に関する記録 
６） 周辺地域の視察 
７） その他プロジェクトによる記録 

 

2-1-3 データ分析方法 
開発プロジェクトを評価する際に国際的に使用される評価 5項目の観点から、収集し
たデータを分析し、総合的に価値判断する。評価 5項目のそれぞれが示す内容は以下の
通りである。 
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1) 妥当性： プロジェクトの目指している効果（プロジェクト目標や上位

目標）が、評価を実施する時点において妥当か（受益者のニ

ーズに合致しているか、問題や課題の解決策として適切か、

相手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェクトの

戦略・アプローチは妥当か等）を確認する。 
 

2) 有効性：  プロジェクトの実施により、本当に受益者もしくは社会への
便益がもたらされているのかを確認する。また、そのための

戦略（アウトプットのたて方）がプロジェクト目標達成に貢

献しているのかどうかを確認する。 
 

3) 効率性： プロジェクトのコストと効果の関係に着目し、資源が有効に

活用されているかを確認する。 
 

4) インパクト：  プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的・間接的
効果や波及効果を確認する。予測していなかった正・負の効

果・影響を含む。 
 

5) 自立発展性：  援助終了後も、プロジェクトにより発現した効果が持続して
いく見込みがあるかどうかを確認する。 

 
 

3. プロジェクトの実績と現状 

 

3-1 投入実績 

M/Mと PDMに沿って、以下に示すとおり概ね予定どおりの投入が行なわれた。 
 

[日本側] 
1) ニカラグアへの専門家派遣 
短期派遣専門家延べ 2 名（住民参加型指導手法 1 名、コミュニティ防災 1
名）が、技術移転を目的としてニカラグアに派遣された（派遣費用は 5,024千
円）。この他に、プロジェクトとしての投入外（プロジェクト期間外）である

が、関連のものとしてパイプライン専門家が 1名【2003年 7月 25日～9月 23
日】派遣された。 
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2) 資機材供与 
2006年度供与機材として、計 14,484.96米ドルの資機材(4輪駆動車１台)が、プ
ロジェクトの活動実施のために供与される予定である。 
 

3) 日本におけるカウンターパート研修 
本プロジェクトの投入としての本邦研修受入は 0人である。但し、これまでに、
3人の関係者（SINAPRED関連）が日本における関連テーマの集団研修を既に
受けている（研修分野：中米防災対策）。同様に、今年度さらに 1 名が同分野
において研修受講予定である。 
 

4) 在外事業強化費 
2006年 9月末までに、計 348,679.01米ドルが、NGOへの委託費【実施総責任
者や技術者など人件費、ワークショップ開催費用、パイロット・プロジェクト

実施諸経費など】として支出された。 
 

[ニカラグア側] 
1) カウンターパート及びその他の職員配置 
プロジェクト・ダイレクターとして SINAPRED 事務局長が任命されている。
しかし、SINAPRED事務局内に、特に本案件のために配属された実務レベルで
のカウンターパートはいない。プロジェクト・マネージャー1 名が業務実施委
託先の NGO代表、となっている。 

 

2) ローカルコスト 
2006年 9月時点において、プロジェクト実施にかかる運営費の支出は、存在し
ない。 
 

3) 施設供与 
カウンターパート機関からの施設供与は、特に、行なわれなかった。業務委託

を受けている実施機関は、当該団体の事務所を本プロジェクトの活動のために

使用した。 
 

3-2 活動実績 

PDM と PO に示された内容に従ってプロジェクトは活動を進めていることが確認さ
れた。 
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3-3 アウトプットの達成状況 

M/Mと PDMに示される内容に沿って、アウトプットを達成している。その根拠は以
下に示すとおりである。 

 

アウトプット 1：8村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの居住
区における自然災害脆弱性及び防災の必要性について認識を深める。 

 

8 村落において、住民参加型ワークショップの参加者が、自らの居住区に
おける自然災害脆弱性及び防災の必要性について認識を深めている。 
根拠：指標である住民の住民参加型農村調査農村開発計画ワークショップ

への参加率は、58％であり、目標値の 70％は超えていないものの、全人口
中の 58％（4528 人中 2612 人）であることから「住民の多くが」という意
図に十分に答えるものと考えられる。なお、活動が進み、すなわち、住民

の意識が高まった現時点での平均参加率（他の活動への参加も含むが）は、

68％と増加している。参加者の女性比率は、48％となっており、目標値 40％
を優に超えている。 
 

アウトプット 2：8村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に向け
た開発計画（Plan Indicativo）が策定される。 

 

8 村落において、住民参加型ワークショップにより脆弱性軽減に向けた開
発計画（Plan indicativo）が策定されている。 
根拠：アウトプット 2 に関する達成度合いは高い。開発計画は 8 村落にお
いて策定されている。今後これが、市に正式に認定されるプロセスを踏む。

策定過程は、参加型のワークショップを通して十分に住民の参画を得たと

判断できる。何十回というワークショップ、研修を通して、作り上げてお

り、そのワークショップ、研修への住民の参加率も鑑みるならば、住民が

主体となって、策定されたと判断することができる。 
 

アウトプット 3：8村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、開
発計画（Plan Indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村落開発のた
めのプロジェクトを、パイロット・プロジェクトとして実施する。 

 

3-1) 住民の組織化が行われる/既存の住民組織が強化される。 
3-2) 住民グループの経済活動が強化され、家計状況が改善される。 
3-3) 住民グループの衛生状況が改善される。 
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3-4) コミュニティの環境が改善される。 
3-5) 住民の防災意識が向上する。 
 

8 村落において、本プロジェクトの支援を受けた住民グループが、開発計
画（Plan indicativo）の中で提言された脆弱性軽減・村落開発のためのプロ
ジェクトを、パイロット・プロジェクトとして実施している。 
根拠： 住民の組織化、住民の経済活動強化、住民の衛生状況の改善、 コ
ミュニティの環境改善、さらに、住民の防災意識向上、に係る事例がそれ

ぞれに起こりつつある。 
 

3-4 プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標：ビジャヌエバ市内に位置する 8つの村落において、プロジェクトの
支援を受けたグループが、自然災害に対する脆弱性削減の為の住民

参加型村落開発活動を持続的に実施できるようになる。 
 

プロジェクト終了時までに、設定されたプロジェクト目標は一定程度達成されること

が見込まれるが、持続的にという形容詞を厳格に判断した場合、完全に満足のいく段階

までの目標達成は困難が伴う。すなわち、ビジャヌエバ市に位置する 8つの村落におい
て、プロジェクトの支援を受けた住民たちは、自然災害に対する脆弱性削減の為の住民

参加型村落開発活動を継続的に実施できるようになっているものの、これは、外部から

の支援が存在する条件のもとで実現されている。今後、外部からの支援が一切消滅した

際の自立発展的な活動の確保については、2006年 11月までに十分に満足な水準までに
到ることは難しいと予想される。 

 

上記判断の根拠を以下に示す。 
 

指標 
・各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより、開発計画 
および行動計画が 2004年 9月までに作成される。 

・各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループの 80％以上が、プ
ロジェクト終了時までに自然災害脆弱性削減・村落開発モデル・パイロット・プロジ
ェクトを継続的に実施する。 
 

各対象村落において、プロジェクトの支援を受けた住民グループにより、開発計画お

よび行動計画が 2004年 9月までに策定されたかどうかという指標に関しては、2006年
10 月時点で、策定された開発計画および行動計画の存在が確認された。その策定過程
については、アウトプット 2 とも共通するが、非識字者も多い地域住民の環境もあり、
書き上げに関しては実施機関 ASODEL の支援が介在しているものの、何十回というワ
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ークショップ、研修を通して、作り上げたものであり、そのワークショップ、研修への

住民の参加率、状況も鑑みるならば、住民が主体となって策定されたものと判断するこ

とができる。 
また、各対象村落において、自然災害脆弱性削減・村落開発モデル・パイロット・プ

ロジェクトを継続的に実施している住民グループが、プロジェクトに支援を受けている

住民グループ全体に占める割合として 80％以上となる目標値に関しては、グループと
いう考え方が、研修を受講する際の一時的集合体となっており、むしろ、住民（全般）

という形で表現した方が実態に即している。そのような考え方から、数値で示した場合、

様々な活動に関わる住民の参加率の平均値は 68％となっている。全住民の約 7割とは、
類似の農村開発案件の例と比較しても極めて高い数値であり、また、PDM 上の指標に

示される 80％という数値を「住民の大多数が」という意図にとるならば、この目標値
を達成していると見ることができる。 
しかしながら、PDM 上の指標に関しては問題がないものの、プロジェクト目標は、

「持続的に」活動が実施されることとしている観点から、以下の点が「2006年 12月ま
でには十分に達成されることが見込まれない」ことの根拠である。最近起こった実際の

災害時に、本プロジェクトで育成された人材がコミュニティレベルで活躍するなど、現

在、研修を受けた人材が力量を発揮するようになってきており、その観点からはプロジ

ェクト目標達成に大きく近づいているのであるが、外部支援の一切なくなった将来にお

いても継続していくことができるほどに強固になるためには、まだ不安が残されている。

すなわち、まだ外部からの支援が必要である。これから１～2年の間に若手リーダーが
活躍し始め、それで初めて「持続的に」活動ができるようになったと表現できるのであ

り、長期的に考える必要がある。住民からの聞き取りにおいても、今後の自分たちの活

動の継続に関して自信の度合いは高かったものの、まだ、これから学ぶことも多いとい

う観点からの発言、外部からの支援の必要性を訴える発言も多くみられた。 
 

3-5 上位目標の達成の見込み 

上位目標：ビジャヌエバ市内に位置する 15の村落において、自然災害発生時の社会経
済脆弱度が軽減される。 

 

現在定められている指標、1) 各対象村落における、自然災害による経済損失が 25％
減少すること、及び、各対象村落における、生産等活動度が 10％上昇することは、現
実的に獲得が困難な数値であり、よってこの数値を示すことはできない。しかしながら、

後者の指標に関しては、現時点では、経済活動が活発化しつつあるという芽を示すこと

はできる。例えば、家庭菜園での活動の中に、豚の飼育があるが、これは販売を目的と

しており、豚の販売により現金収入の増加が見込まれている。また、村での聞き取り調

査では、村人たちの今後の活動の継続の中で強い関心を集めた項目は、経済活動にかか
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わる部分であった。現段階では収入増加などを定量的データで示すことはできないもの

の、住民の意欲が高いことを考慮すると継続性が高く、時間の経過とともに、結果が現

れてくることが予想される。従って、長期的には、上位目標の達成可能性は高い。但し、

それが 15村落へと横へ広がる点については、必ずしも達成の見込みは高くない。 
 

なお、経済損失の変化率という現在の指標に代替する数値としては、実施機関である

ASODEL が開発している経済的脆弱性を数値化したものが考えられる。これは、物理
的、経済的、社会的、環境的の４つのカテゴリーにて数値化されている。ベースライン

のデータが存在するので、事後評価（継続する場合は延長フェーズでの終了時評価）調

査時点でのデータを比較することが望ましい。 
 

3-6 実施プロセス 

評価グリッドに従って実施プロセスが確認されたが、特に以下の点について言及する。 
 実施体制上の問題として、第一に、現場（コミュニティ、市町村）レベルで
の関連機関による横の連携は、実施機関である ASODELのイニシアティブに
より良くとれていたが、中央レベルにおける横の連携（JICAと SINAPRED事
務局）が弱かった。これには、合同調整委員会が実質的に存在しなかったと

いう背景が存在する。 
 実施体制上の第二の問題として、コミュニティ防災の責任行政機関として重
要なアクターが十分に巻き込まれていなかった。現在は、委託契約されてい

る現地 NGOである ASODELにより活動が前進しているが、本来はこれを市
という行政機関が主として担うものと考えられる。 

 JICA現地事務所の担当者が頻繁に交代し、それぞれに判断が異なったことも
あり、コミュニケーションに支障が生じたことがあった。 

 

3-7 特記事項 

実施プロセスと深く関連する点で、次の点に言及する。本終了時評価に際して、特に

プロジェクトが形成された経緯は、評価結果を理解するために考慮すべき点である。 
 

本プロジェクトは、技術プロジェクトとして採択され実施されてはいるが、もともと

の計画は、開発福祉支援事業として生み出されたものである。しかしながら、当時ニカ

ラグア事務所が駐在員事務所というステータスであったころから、開発福祉支援事業は

行なえず、正式に要請はなされなかった。一方、「防災ワークショップ」（2001 年）が
実施された際に、防災力の強化と住民の組織的生産活動支援等による生計向上が対象被

災民の持続的開発につながるとの提言があり、現地事務所では、この二つのアイデアを

統合する形で技術協力プロジェクトとして要請し、開始されることとなった。そのよう
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な経緯から、当初生み出された計画の中ではカウンターパートは現地 NGO である
ASODELであったが、技術プロジェクトが採択される段になって、NGOを技術協力プ
ロジェクトというスキーム上のカウンターパートとすることは困難であるとの JICA本
部（東京）からの指摘があり、国家機関である外務省もしくは国家防災委員会

（SINAPRED）をカウンターパートにするという検討がなされ、最終的に SINAPRED
がカウンターパートとなった。しかしながら、SINAPREDは、調整機関であることから、
実質的なカウンターパートといえるのは、実際に業務を実施する ASODELであった。 
このように開発福祉支援事業として計画された過程を通して、あえて行政機関の巻き

込みは意図的になされていなかった、という点で、プロジェクトの建前と実態に二重構

造を作ることになったとも表現できる。従って、PDM上（プロジェクトの論理構成上）
にも示されるとおり、本案件は行政を意図的に巻き込んでいないという特徴も有してお

り、終了時評価調査において、例えば有効性の判断をすることそのものに、当初の意図

が矛盾するというジレンマが存在する。また、技術プロジェクトとして開始された後も、

この論理構成の再考、PDMの修正は行なわれなかった。 
 

4. 評価 5項目による評価結果 

 

ニカラグア側および日本側から構成される合同評価調査団により、本終了時評価の全

調査活動をとおして得られた情報から、プロジェクトの妥当性、有効性、効率性、イン

パクト、自立発展性について検討した結果明らかになったことは、以下のとおりである。 
 

4-1 妥当性  

妥当性は高い。なぜなら、ニカラグア国の防災分野における政策・戦略と適合してい

ること、ターゲットグループのニーズ、すなわち、貧困情況の中でコミュニティ防災の

能力を強化しなければならない住民たちのニーズに合致していること、日本の ODA政
策との整合性が存在しているからである。 

 

4-2 有効性 

以下に示すとおり、プロジェクトの有効性は若干弱い。但し、この点については、本

プロジェクトが、開発福祉支援事業として計画され開始されたことから、現時点でのク

ライテリアによる有効性の高さを確保することを、もともと意図していなかったことに

関しては考慮する必要がある。 
 

1) プロジェクト目標の達成度 
終了時評価時点において、プロジェクト目標は完全には達成されていない。現
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在予定されている終了予定時の 2～3年後に達成が見込まれる。 
 

2) アウトプットのプロジェクト目標達成への貢献度 
全アウトプット（3 つ）は、プロジェクト目標の達成に貢献した。しかしなが
ら、プロジェクト目標の達成を期間内に達成するためには、もう一つのアウト

プットが必要と考えられる。 
 

3) 促進要因・阻害要因 
プロジェクト目標達成の促進要因としては； 

 住民の生計及び生活改善・向上を含む総合的なコミュニティ開発として実施
されたことが住民の大きな動機付けになっている。 

 有能な現地 NGOに対して業務委託し、この実施機関が以下の点を考慮したこ
とが挙げられる。すなわち、ターゲットグループである住民と同じ言語でコ

ミュニケーションをはかり、住民との信頼関係を築いたこと、また、住民参

加型の手法を通して、住民自らの手で問題分析、活動計画立案、計画実施と

プロジェクトの一連のプロセスを支援したことから、それらの活動の結果、

成果が直接的に住民へ裨益したということである。換言すると、各コミュニ

ティ、社会構造に尊敬を示し、彼らの文化・構造を尊重したこと、住民自身

のマネージメント能力強化、彼ら自身のやることを側面から支援したことで

ある。 
 目に見える効果の現れが、プロジェクト目標達成の促進要因の一つとなって
いる。例えば、住民自身が策定した開発計画を市に反映させる努力の結果と

して、具体的には、アクセス道路や農村電化の事業化が予定されており、さ

らに、政府以外の組織への働きかけで実施されていること、また、今後実施

される予定となっていることなどが、住民をさらに動機づけており、住民に

よる持続的な活動を固めることとなっている。 
 

プロジェクトの目標達成の阻害要因としては； 
 天候に関する十分な考慮が計画に反映されていなかった。すなわち、雨期の
情況を考慮せずに活動計画が策定されたが、雨により村へのアクセスが絶た

れるため、播種などの住民の活動が遅れるなどの影響が出た。 
 支持政党に関わらず、広く住民に裨益することを目的としている本プロジェ
クトであるが、ニカラグアの政治文化土壌もあり、政党色の影響を受けるこ

とから、一部の地域では、必ずしも全住民が参加をしない、熱心にならない

という限界が存在している。 
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4-3 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。なぜなら、実施機関である ASODEL が、効率的、効
果的な運営を実施しており、平均的技術プロジェクトと比較した場合、極めて少ない投

入により大きな効果を出しているからである。 
 

4-4 インパクト 

プロジェクト実施による正のインパクトは以下のとおりである。対象 8村落での時間
的経過にともなうインパクトは大きいと言える。一方、極めて近隣の集落への波及効果

についてはきざしが見えるものの、周辺市町村、国内での他県への広がりという点から

のインパクトは小さい。 
 

時間の経過とともに、対象地域の住民に起こってくるというインパクトとして； 
1) 対象地域に時間の経過とともに現れてくるインパクトの具体的かつ詳細内容に関
しては、アウトプット 3 の項目を参照されたいが、たとえば、経済的な側面とし
て、狭義の防災技術に限定せず、脆弱性を軽減する経済的発展のために本プロジ

ェクトで実施されている所得向上活動（豚の飼育など）が少しずつ定着してきて

いる。 
2) さらに、経済活動（所得向上活動）が少しずつ定着してきていることに加えて、
地域住民の組織力が向上しつつあること、地域住民の保健衛生情況が改善しつつ

あること、識字教育などの社会活動の効果が現れていること、などの効果は住民

が自覚できるほどの明確さで現れてきており、インパクトとしては強い。 
3) 特に、住民の組織力や意識向上と関係する点であるが、住民がエンパワーされ、
自分たちの権利に目覚め、その結果、行政側に明確に要求するようになった点も

着目に値する。 
 

上位目標は、意図された正のインパクトの一つであるが、現在の 8村落において、自
然災害発生時の社会経済脆弱度が軽減されることは以上にあげたインパクトを根拠に、

達成が見込まれる。一方、現在の 8村落から、それ以外の集落にいかに広がっていくか、
すなわち横への広がりを検討すると、以下のような指摘ができる。 

 

地域的な横への広がりとしてのインパクトとして； 
1) 住民レベルでの近隣への波及効果として、自分が習得した知識や技術をプロジェ
クトに関わっていない地域の人々に話しているとの発言が村での聞き取り調査か

ら得られている。実際、プロジェクトでカバーしていない集落から、研修などに

参加している。 
2) しかしながら、このような住民レベルでのごく近くへの波及効果は現れつつある
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ものの、市全体や、市を超えた横への広がりは全く見られない。なぜならば、市

および SINAPRED 側の関与が現時点では弱いことに起因する。しかしながら、
SINAPRED としては、本プロジェクトの多くのコンポーネントが普及できるもの
と考えており、プロジェクト終了後、SINAPRED により、ニカラグア国内におけ
る当該プロジェクトの成果普及が計画されている。現時点においても実際に、地

域（地方）レベルで、各市や各コミュニティでの交流ということは行なわれてい

る。コミュニティリーダーの交流も行ないたいとの意向も持っている。ビジャヌ

エバ市の経験に関しては、周辺のソモティージョ市、シンコピノ市などに広めて

いけるとの考えを持っている。 
3) 中米広域への広がりということについては、インフォーマルなものであるが、現
時点で既に中米広域のネットワークが存在している。 

4) また、そのための重要な一つの材料として、系統立てた経験のとりまとめを
ASODEL では、経験のシステム化との名目で実施しており、すでにドラフトとし
て完成している。 

 

特に、負のインパクトは観察されなかった。 
 

4-5 自立発展性 

自立発展性の芽は確実に認められるものの、終了時評価時点では、自立発展性が十分

に確実なものになっていると断言することは難しい。その判断の詳細根拠は以下のとお

りである。なお、組織的、財政的、技術的観点からの自立発展性を確認するが、プロジ

ェクトの継続実施体制は、住民グループそのもの、それを支援する地方行政【ビジャヌ

エバ市】、加えて実施機関としてのローカル NGO、それを支援する SINAPRED 等の国
家組織、というそれぞれの立場から検討する必要がある。 

 

1) 組織的自立発展性 
 住民の組織化が進み、住民組織レベルでの自立発展性ができつつあると判断
できる。すなわち、プロジェクト対象地であるコミュニティの自然災害に対

する脆弱性の実態が、住民自身により十分認識され、その問題に対する適切

な改善活動が住民主体で組織立って実施されるようになっている。例えば、

昨年、大雨が起こり、本プロジェクトで育成された人材が、行政の助けをた

だ受身に待つだけでなく、コミュニティレベルで活躍した。市から離れてい

る村落の方がより活発な活動が見られる。但し、強固になるためには、まだ

支援が必要である。これから１～2年の間に本プロジェクトを通じて育成され
た若手リーダーが活躍し始め、組織化がより一層固められることが必要であ

る。 
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 ビジャヌエバ市の市政そのものは安定しているが、その防災体制の組織的自
立発展性という点では、弱い。現在、防災を専門に取り扱う部署は市の中に

組織として存在せず、兼任の職員が 2 名配置されているのみである。但し、
プロジェクトの実施機関である ASODELと協力して、市防災対策室を立ち上
げたいと希望しているため、将来的に組織的自立発展性を高める可能性はあ

る。 
 SINAPRED は、ニカラグア政府の防災政策に沿った機関であるという点で、
組織的な自立発展性は高い。組織構成は組織図参照のこと。 

 実施機関である ASODELという組織の自立発展性については、高いと判断さ
れる。現在、プロジェクトベースで雇用されている職員についても、現在策

定中の ASODEL戦略計画（～2012年）にあわせて、長期的な視点に立ち、分
野的な観点からの配慮で雇用（継続雇用の可能性）を検討中である。 

 

2) 財政的自立発展性 
 住民レベルでの財政的自立発展性は高いとは言えない。対象 8 村落は貧困度
の高い地域であり、土地を所有しない農民や非識字者が多いなど現金収入に

結びつく活動の中で不利な立場に立たされている住民が多い。このようなこ

とから、一部住民は財政的な自立発展性を確保するだけの能力を有するもの

の、そうでない住民も少なくない。 
 このような財政的困難を抱える住民を支援する可能性として、農業・畜産に
関して、JICA支援によらないマイクロクレジットなどを利用する方法が存在
する。3つの分野（牛、豚、とうもろこし）について、ASODELは、30村落
に限定して自己資金にて活動を行なっており、今後さらに 30村落を追加する
方向であるが、外部（中米経済統合銀行）からの資金融資を模索している。

今後 3ヵ月以内に回答が得られる予定だが、融資が受けられれば、この 30村
の中に、現在のパイロットサイトである 8村落も対象となる。 

 この住民レベルでの自立発展性を支援するための地方自治体（市）の財政は、
極めて厳しい状況にあり、この観点からの自立発展性は低い。市の財政的な

能力が不十分であり外部からの支援を必要としている現状だが、現在、進め

られている地方分権化に沿って、中央からの交付金が漸次上昇することにな

っている。 
 カウンターパート機関である SINAPREDについても、財政的観点からの自立
発展性は十分とは言えない。政府独自の雇用による職員数は 17 名であるが、
今後 6 ヶ月間で終了する世銀の支援によるハザードマップ作成プロジェクト
により雇用されている 10人に関しては、当該プロジェクト終了とともに人員
は減少する。但し、公務員のキャリア継続を保障する法律が存在しているこ

とから、SAINAPREDは 2007年度予算編成の中で、人員雇用継続予算を現在
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申請中である。 
 実施機関である ASODEL自身の財政的自立発展性に関しては、代表から、マ
イクロクレジットから得られる収益（自営の事業）から、運営していけるよ

うに考えているとの発言があった。 
 

3) 技術的自立発展性 
 住民レベルでの技術的自立発展性は高い。これを裏付ける証拠として、例え
ば、昨年の大雨の際、辺境地域では、避難活動が迅速に行なわれた。行政か

らの助けを待っていては助からないという状況があるため、住民は、本プロ

ジェクトで獲得した知識、技術を最大限に活用している。但し、コミュニテ

ィ活動の継続性を確保するためには、住民としての資金確保が必要となる。 
 現在行なわれている活動・技術のすべてが今後も続いていくとは限らないが、
救命活動に関しては、研修を受けた人材が予防医療プログラム（保健省が実

施）の中で継続していくことが期待される。実施機関である ASODELの後押
しもあり、救出活動は、現在、赤十字と交渉中である。ビジャヌエバ市には、

将来的に防災部で本プロジェクトで研修した人材を活用してはどうかとの打

診もなされているが、市としてはそのような予算がないことから難しい状態

となっている。 
 また、パイロット・プロジェクトの一環として実施された研修には、地域の
組織化、地域リーダーの養成があるが、これらの研修を通して住民の中から

地域リーダーが新たに育成されてきている。この中で、特に抜きん出た何人

かの青年は ASODELの他のプログラムで雇用する段階にまで達している。 
 実施機関の ASODELに、人材育成のトレーナー的役割を果たす人材が抱えら
れているが、現在、プロジェクト期間中での雇用となっているものの、

ASODEL の将来戦略に合わせて、常勤としての雇用の可能性が高まってきて
おり、本プロジェクトを通して経験を積んだ人材の定着が確保されようとし

ている。 
 

4-6 評価結果の結論 

 

4-6-1 プロジェクトの達成度 
終了時評価調査時において、以下に示すことを根拠にプロジェクト目標は、本プロジ

ェクト終了時評価時点では、十分な達成度に達してはいないもののプロジェクトが終了

予定の 2006年 12月から約 2～3年をかけて達成されるものと判断される。 
 

1) 本プロジェクトをとおして地域住民が獲得した防災に関する、あるいは、防災の
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ために貢献する技術は、現在、定期的に実践されていることを根拠として、終了

時評価調査時点において達成されつつあると判断することができる。 
2) しかしながら、現時点においては、外部（実施機関である ASODEL）の支援を得
つつ行なわれていることもあり、外部支援が一切存在しなくなった場合は、その

外部支援を市という地方自治体が引き継いでいかない限り、住民のみでの自立発

展的な活動について確実に確保されるとは言えない。 
 

4-6-2 5項目による評価 
終了時評価調査時点で、プロジェクトの妥当性は高く、プロジェクト目標達成があと

一歩の段階にあることを根拠に有効性は若干弱いと判断される。効率性においては、有

能な現地 NGOを活用するなど高いと言える。インパクトは、住民レベルでのインパク
ト、すなわち、時の経過とともにパイロット・プロジェクト地域において現れてくる効

果、は大きいものだということができる。しかしながら、一方で、市や国家などのレベ

ルにおけるインパクト、すなわち、地域的な横への広がり、という観点からのインパク

トは弱い。自立発展性に関しては、住民レベルでの自立発展性の芽が認められるが、そ

れを側面から支える行政・組織の自立発展性が不十分であることから、これらを総合的

に見て、終了時評価段階では、自立発展性が十分に確実なものになっているとは判断で

きない。 
 

4-6-3 促進要因・阻害要因 
プロジェクトの達成を促進した要因として、住民の生計及び生活改善・向上を含む総

合的なコミュニティ開発として実施されたこと、有能な現地 NGOに業務委託し、この
実施機関が住民との信頼関係を築きつつ、住民参加型の手法を通して、住民自身のマネ

ージメント能力を強化し、彼ら自身のやることを側面から支援したこと、目に見える効

果の現れたことが挙げられる。一方、プロジェクト目標達成を阻害した要因として、雨

期の状況への配慮を十分に計画に反映していなかったこと、政治的な文化社会土壌から、

一部の地域では、必ずしも全住民が参加をしない、熱心にならないという限界が存在し

ていること、が挙げられる。 
 

5. 提言と教訓 

5-1 提言 

合同評価調査団として、評価結果に基づいた以下の点を両国政府に提言した。 
 

提言１：プロジェクト期間の延長 
プロジェクト目標を完全に達成し、自立発展性の確保、特に地域的な広がりでの
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インパクトを大きくするために、実施期間を約 2年間延長する。 

 
提言２： 中米広域防災との連携 
コミュニティ防災の促進を目的として現在、計画が進められている中米広域防災

案件との連携を模索する。 

 
提言３： PDMの修正 
現行 PDM を修正し、新たに PDM2 を延長フェーズの PDM とする（別添 PDM2
参照）。その内容の決定は、合同調整委員会で行なわれる。 

(5) アウトプットの追加 
コミュニティ防災の有効事例の拡大が推進されるように、「近隣集落、

近隣市町村においてコミュニティ防災の情報交換が行なわれる」を現行

の 3つのアウトプットに加え、アウトプット 4として追加する。 
(6) 活動の追加 
上記アウトプットの追加に伴い、波及効果拡大のための活動を追加する。

コミュニティや市町村の交流活動、それらを支援する市町村や

SINAPREDによる活動、インパクトを計測する調査活動を含む具体的な
活動の詳細については、今後、合同調整委員会にて議論し、決定する。 

(7) 上位目標の追加 
現在の上位目標に加え、「ビジャヌエバ市でのコミュニティ防災プロジ

ェクトの経験・成果が、ビジャヌエバ市以外の地方自治体（国内外）に

広がる」を上位目標 2として追加する。 
(8) 指標の再考 
各段階における目標達成度を測る指標の詳細については、市や

SINAPRED事務局の組織能力強化を示す指標も含めることとするが、今
後、合同調整委員会にて議論、決定する。プロジェクトの効果を計るた

めには、脆弱性については、ASODELが開発した脆弱性測定手法を比較
することが望ましい。 

 

提言４： プロジェクト実施体制の強化 
合同調整委員会の確実な開催および関連機関の連携、SINAPRED内の実務レベル
でのカウンターパートの配置を確実にする。 

 

5-2 教訓 

計画内容および実施体制に関連すること； 
1) コミュニティ防災のためには、市という地方自治体によるコミュニティの支援が
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不可欠であり重要である。 
2) 合同調整委員会での委員としての明確な位置づけがなされず、ミニッツや R/Dな
どにおいて、明白に市の存在が表明されない場合は、市のオーナーシップの醸成

にマイナスの効果を及ぼす。 
3) 合同調整委員会は、カウンターパート機関のオーナーシップ醸成、及び関連機関
の連携のために極めて重要である。 

4) 現地事務所に一貫して担当する人員が配置されない場合、プロジェクト支援体制
が弱体化する危険がある。 

 

コミュニティレベルでの防災活動に関連すること； 
1) コミュニティでの防災活動を、自立発展的に住民が主体的に関心を持って実施す
るためには、直接的な防災技術のみでなく、生計向上や保健衛生の向上など、日

常生活を改善する活動とあわせて実施することが重要である。これは、活動の効

果が、短期間で目に見えるものになることで住民を動機付けられることを示す。 
2) コミュニティ防災を強固なものにするには、住民の組織化が根本的に重要である。 
3) 計画・実施・評価というすべてのプロジェクトのプロセスにおいて、住民参加型
手法を使用することが重要である。 

4) 住民への研修には時間をかける（プロセスに時間をかける）ことが必要である。 
5) 地域住民の効果的育成のためには、学習能力や実践能力が高く、今後の地域への
貢献度も高い青年リーダーを育成することが重要である。 

6) ジェンダー研修は、男女双方に対して、住民活動の動機付けに貢献する。 
7) 住民により策定された開発計画は、地方政府により認知されることが重要である。 
8) 実施機関（ASODEL）により開発されたコミュニティの自然災害に対する脆弱性
測定手法は、有用・実践的であり、他の類似案件にとり参考となる。 

 
 

以上 
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